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3 改正経緯
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3

条文追加による番
号の修正

新潟県土木工事標準仕様書（その２）　土木施工管理基準　新旧対照表

ページ 項目 現行（令和6年1月以降適用版） 改定案（令和7年2月20日以降適用版） 改定理由
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改定理由

条 枝番 準用する出来形管理基準 頁 条 枝番 準用する出来形管理基準 頁

第７節 地盤改良工 第７節 地盤改良工

スラリー撹拌工
「施工履歴データを用いた出来形管
理要領（固結工（スラリー撹拌工）
編）（案）」による管理の場合

100 スラリー撹拌工
「３次元計測技術を用いた出来形管
理要領（案）第８編固結工（スラ
リー撹拌工）編」による管理の場合

100

諸基準類の
改定（共通
仕様書に準
拠）

第18設 床版工 3-1-18-2床版工 123 第18節 床版工 3-1-18-2床版工 123
誤植（共通
仕様書に準
拠）

第３節 軽量盛土工 4-1-3-1軽量盛土工 第1編1-2-4-3路体盛土工 40 第３節 軽量盛土工 4-1-3-2軽量盛土工 第1編1-2-4-3路体盛土工 40
誤植（共通
仕様書に準
拠）

第14節 コンクリート管理橋上部工
(ＰＣ橋)

第14節 コンクリート管理橋上部工
(ＰＣ橋)

4-4-14-4プレキャストセグ
メント製作工(購入工)

第3編3-1-3-13プレキャストセグ
メント桁製作工(購入工)

46
4-4-14-4プレキャストセグ
メント製作工(購入工)

第3編3-1-3-14プレキャストセグ
メント桁製作工(購入工)

46
誤植（共通
仕様書に準
拠）

第４節 海域堤本体工 第４節 海域堤本体工

5-3-4-6場所打コンクリー
ト工

第5編5-2-5-12場所打ちコンク
リート工

135
5-3-4-6場所打コンクリー
ト工

第5編5-2-5-12場所打コンクリー
ト工

135
誤植（共通
仕様書に準
拠）

第５節 ＰＣ橋工 第５節 ＰＣ橋工

8-5-5-4プレキャストセグ
メント製作工(購入工)

第3編3-1-3-13プレキャストセグ
メント製作工(購入工)

46
8-5-5-4プレキャストセグ
メント製作工(購入工)

第3編3-1-3-14プレキャストセグ
メント製作工(購入工)

46
誤植（共通
仕様書に準
拠）

出来形管理基準及び規格値　目 次 出来形管理基準及び規格値　目 次

【第５編　海岸編】

第３章　海域堤防（人工リーフ、離岸堤、潜堤）

第４章　水門

【第４編　河川編】

第１章　築堤・護岸

【第４編　河川編】

第１章　築堤・護岸

第４章　水門

第５章　コンクリート橋上部

【第５編　海岸編】

第３章　海域堤防（人工リーフ、離岸堤、潜堤）

【第８編　道路編】

第５章　コンクリート橋上部

【第８編　道路編】

【第３編　土木工事共通編】

改定案（令和7年2月20日以降適用版）

新潟県土木工事標準仕様書（その２）　新旧対照表

章、節
第１章　一般施工

現行（令和6年1月以降適用版）

章、節
第１章　一般施工

【第３編　土木工事共通編】



単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要 編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要

新潟県土木工事標準仕様書（その２）新旧対照表

現行（令和6年1月以降適用版）

１

共

通

編

３

土

木

工

事

共

通

編

測　定　項　目

誤植（共通
仕様書に準
拠）

標記統一の
ため修正
（共通仕様
書に準拠）

ICT（共通仕
様書に準
拠）

規　格　値 測　　定　　基　　準

２

土

工

３

河

川

土

工

・

海

岸

土

工

・

砂

防

土

工

2 2 掘削工
（面管理の場合）

法面（小段
含む）

水平または
標高較差

±70 ±160±70 ±160
法面（小段

含む）
水平または
標高較差

1-2-3-2 １

共

通

編平場 標高較差 ±50 ±150

平均値
個々の計測

値
１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）」に基づき出来形管
理を面管理で実施する場合、その他本
基準に規定する計測精度・計測密度を
満たす計測方法により出来形管理を実
施する場合に適用する。
２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±50mmが含まれている。
３ ． 計測は平場面と法面（ 小段を
含む）の全面とし、全ての点で設計面
との標高較差または水平較差を算出す
る。計測密度は１点／㎡（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．法肩、法尻から水平方向に±５cm
以内に存在する計測点は、標高較差の
評価から除く。同様に、標高方向に±
５cm以内にある計測点は水平較差の評
価から除く。
５．評価する範囲は、連続する一つの
面とすることを基本とする。規格値が
変わる場合は、評価区間を分割する
か、あるいは規格値の条件の最も厳し
い値を採用する。

測　定　項　目 規　格　値

±330

３

共

通

的

工

種

６

１

共

通

編

かぶりｔ
設計かぶり±φ

かつ
最小かぶり以上

Ｄ：ｎ本間の延長
ｎ：10本程度とする
φ：鉄筋径
工事の規模に応じて、１リフト、１
ロット当たりに対して各面で一箇所以
上測定する。最小かぶりは、コンク
リート標準示方書（設計編：標準7編2
章2.1）参照。ただし、道路橋示方書
の適用を受ける橋については、道路橋
示方書 (Ⅲコンクリート橋・コンク
リート部材編 5.2)による。
注1）重要構造物かつ主鉄筋について
適用する。
注2）橋梁コンクリート床版桁（ＰＣ
橋含む）の鉄筋については、第3編3-
2-18-2床版工を適用する。
注3）新設のコンクリート構造物（橋
梁上・下部工および重要構造物である
内空断面積25㎡以上のボックスカル
バート（工場製作のプレキャスト製品
は全ての工種において対象外））の鉄
筋の配筋状況及びかぶりについては、
「非破壊試験によるコンクリート構造
物中の配筋状態及びかぶり測定要領」
も併せて適用する。

組立て

平均間隔ｄ ±φ

1-3-7-4３

無

筋
、

鉄

筋

コ

ン

ク

リ
ー

ト

７

鉄

筋

工

４

３

土

木

工

事

共

通

編

基礎

幅ｗ（Ｄ） －30 基礎１基毎

 高さ　ｈ －30

根入長 設計値以上

小型標識工 設 置 高 さ Ｈ 設計値以上 １ヶ所／１基 3-1-3-6１

一

般

施

工

測　　定　　基　　準

２

土

工

３

河

川

土

工

・

海

岸

土

工

・

砂

防

土

工

2 2 掘削工
（面管理の場合）

水平または
標高較差

±70

３

無

筋
、

鉄

筋

コ

ン

ク

リ
ー

ト

７

鉄

筋

工

４ 組立て

平均値
個々の計測

値
１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）」に基づき出来形管
理を面管理で実施する場合、その他本
基準に規定する計測精度・計測密度を
満たす計測方法により出来形管理を実
施する場合に適用する。
２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±50mmが含まれている。
３ ． 計測は平場面と法面（ 小段を
含む）の全面とし、全ての点で設計面
との標高較差または水平較差を算出す
る。計測密度は１点／㎡（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．法肩、法尻から水平方向に±５cm
以内に存在する計測点は、標高較差の
評価から除く。同様に、標高方向に±
５cm以内にある計測点は水平較差の評
価から除く。
５．評価する範囲は、連続する一つの
面とすることを基本とする。規格値が
変わる場合は、評価区間を分割する
か、あるいは規格値の条件の最も厳し
い値を採用する。

1-2-3-2

平場 標高較差 ±50 ±150

法面
(軟岩Ⅰ)

（小段含む）

１

一

般

施

工

３

共

通

的

工

種

６ 小型標識工 設 置 高 さ Ｈ

根入長

平均間隔ｄ ±φ

1-3-7-4

かぶりｔ
設計かぶり±φ

かつ
最小かぶり以上

Ｄ：ｎ本間の延長
ｎ：10本程度とする
φ：鉄筋径
工事の規模に応じて、１リフト、１
ロット当たりに対して各面で一箇所以
上測定する。最小かぶりは、コンク
リート標準示方書（設計編：標準7編2
章2.1）参照。ただし、道路橋示方書
の適用を受ける橋については、道路橋
示方書 (Ⅲコンクリート橋・コンク
リート部材編 5.2)による。
注1）重要構造物かつ主鉄筋について
適用する。
注2）橋梁コンクリート床版桁（ＰＣ
橋含む）の鉄筋については、第3編3-
2-18-2床版工を適用する。
注3）新設のコンクリート構造物（橋
梁上・下部工および重要構造物である
内空断面積25㎡以上のボックスカル
バート（工場製作のプレキャスト製品
は全ての工種において対象外））の鉄
筋の配筋状況及びかぶりについては、
「非破壊試験によるコンクリート構造
物中の配筋状態及びかぶり測定要領」
も併せて適用する。

設計値以上

設計値以上 １ヶ所／１基 3-1-3-6

基礎

幅ｗ（Ｄ） －30 基礎１基毎

「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」の規定による測点の管理
方法を用いることができる。

 高さ　ｈ －30

改定理由
改定案（令和7年2月20日以降適用版）

１

共

通

編

ｔ

Ｄ

1−
=

n

D
d

Ｈ

ｗ(Ｄ)

ｈ

1−
=

n

D
d

1−
=

n

D
d

設計かぶり

＋φ

－φ

最小かぶり

コンリート表面

※かぶりとは、鉄筋の最外縁から

コンクリート表面までの距離をい

う

1−
=

n

D
d

Ｈ

ｗ(Ｄ)

ｈ

1−
=

n

D
d

1−
=

n

D
d

ｔ

Ｄ

設計かぶり

＋φ

－φ

最小かぶり

コンクリート表面

※かぶりとは、鉄筋の最外縁から

コンクリート表面までの距離をい

う



編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要 編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要

現行（令和6年1月以降適用版）

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準 測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

改定理由
改定案（令和7年2月20日以降適用版）

３

土

木

工

事

共

通

編

３

土

木

工

事

共

通

編

３

土

木

工

事

共

通

編

３

土

木

工

事

共

通

編

３

土

木

工

事

共

通

編

３

土

木

工

事

共

通

編

誤植（共通
仕様書に準
拠）

誤植（共通
仕様書に準
拠）

ICT（共通仕
様書に準
拠）

ICT（共通仕
様書に準
拠）

ICT（共通仕
様書に準
拠）

ICT（共通仕
様書に準
拠）

３

共

通

的

工

種

１

一

般

施

工

３

共

通

的

工

種

3-1-3-7

高　さ　ｈ －30

パイプ取付高 Ｈ
＋30
－20

１ヶ所／１施工箇所

3-1-3-8

防止柵工

（立入防止柵）
（転落（横断）防止
柵）
（車止めポスト）

基礎

幅　　　ｗ －30

単独基礎10基につき１基、10基以下の
ものは２基測定。測定箇所は１基につ
き１ヶ所測定。

７

８ １

１ヶ所／１施工箇所

８ ２ 路側防護柵工

（ガードケーブル）

基礎

幅　　　ｗ －30
１ヶ所／１基礎毎

路側防護柵工

（ガードレール）

基礎

幅　　　ｗ －30

１ヶ所／施工延長40ｍ
40ｍ以下のものは、２ヶ所／１施工箇
所。

高　さ　ｈ －30

ビーム取付高 Ｈ
＋30
－20

１ヶ所／10本
10本以下の場合は、２ヶ所測定。

3-1-3-10 ３

土

木

工

事

共

通

編

１

一

般

施

工

３

共

通

的

工

種

10 道路付属物工

（視線誘導標）
（距離標）

高　さ　ｈ ±30

3-1-3-8
※ワイヤ
ロー
プ式防護柵
に
も適用する

高　さ　ｈ －30

延　長　Ｌ －100

ケーブル取付高 Ｈ
＋30
－20

１ヶ所／１施工箇所

１

一

般

施

工

3-1-3-13
注）新設のコン
クリート構造物
（橋梁上・下部
工および重要構
造物である内空
断面積25㎡以上
のボックスカル
バート（工場製
作のプレキャス
ト製品は全ての
工種において対
象外））の鉄筋
の配筋状況及び
かぶりについて
は、「非破壊試
験によるコンク
リート構造物中
の配筋状態及び
かぶり測定要
領」も併せて適
用する

幅（下）ｗ2 ±5

高　　さ　ｈ
＋10
－5

桁　　長　ℓ
支間長

３

共

通

的

工

種

13 １ ポストテンション桁製
作工

―
桁全数について測定。桁断面寸法測定
箇所は、図面の寸法表示箇所で測定。

3-１-3-13

断面の外形寸法（mm） ―

ℓ＜15…±10
ℓ≧15…
  ±（ℓ－5）かつ－
30mm以内

横方向最大タワミ 0.8ℓ

３

共

通

的

工

種

13 ２ プレキャストセグメン
ト桁製作工（購入工）

桁　　　長　ℓ

幅（上）ｗ1
＋10
－5

桁全数について測定。
横方向タワミの測定は、プレストレッ
シング後に測定。
桁断面寸法測定箇所は、両端部、中央
部の３ヶ所とする。
なお、JISマーク表示品を使用する場
合は、製造工場の発行するJISに基づ
く試験成績表に替えることができる。
ℓ：支間長（ｍ）

3-1-3-8

高　さ　ｈ －30

ビーム取付高 Ｈ
＋30
－20

１ヶ所／１施工箇所

「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」の規定による測点の管理
方法を用いることができる。

８

－30

単独基礎10基につき１基、10基以下の
ものは２基測定。測定箇所は１基につ
き１ヶ所測定。

「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」の規定による測点の管理
方法を用いることができる。

3-1-3-7

高　さ　ｈ －30

パイプ取付高 Ｈ
＋30
－20

１ヶ所／１施工箇所

「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」の規定による測点の管理
方法を用いることができる。

７ 防止柵工

（立入防止柵）
（転落（横断）防止
柵）
（車止めポスト）

基礎

幅　　　ｗ

１ 路側防護柵工

（ガードレール）

基礎

幅　　　ｗ －30

±30
１ヶ所／10本
10本以下の場合は、２ヶ所測定。

「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」の規定による測点の管理
方法を用いることができる。

３

共

通

的

工

種

10 道路付属物工

（視線誘導標）
（距離標）

高　さ　ｈ

１ヶ所／１基礎毎

「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」の規定による測点の管理
方法を用いることができる。

１ヶ所／施工延長40ｍ
40ｍ以下のものは、２ヶ所／１施工箇
所。

「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」の規定による測点の管理
方法を用いることができる。

3-1-3-8
※ワイヤ
ロー
プ式防護柵
に
も適用する

高　さ　ｈ －30

延　長　Ｌ －100

ケーブル取付高 Ｈ
＋30
－20

１ヶ所／１施工箇所

「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」の規定による測点の管理
方法を用いることができる。

８ ２ 路側防護柵工

（ガードケーブル）

基礎

幅　　　ｗ

―
桁全数について測定。桁断面寸法測定
箇所は、図面の寸法表示箇所で測定。

3-１-3-14

断面の外形寸法（mm） ―

－30

ℓ＜15…±10
ℓ≧15…
  ±（ℓ－5）かつ－
30mm以内

横方向最大タワミ 0.8ℓ

3-1-3-13
注）新設のコン
クリート構造物
（橋梁上・下部
工および重要構
造物である内空
断面積25㎡以上
のボックスカル
バート（工場製
作のプレキャス
ト製品は全ての
工種において対
象外））の鉄筋
の配筋状況及び
かぶりについて
は、「非破壊試
験によるコンク
リート構造物中
の配筋状態及び
かぶり測定要
領」も併せて適
用する

3-1-3-10

３

共

通

的

工

種

14 1 プレキャストセグメン
ト桁製作工（購入工）

桁　　　長　ℓ

幅（上）ｗ1
＋10
－5

桁全数について測定。
横方向タワミの測定は、プレストレッ
シング後に測定。
桁断面寸法測定箇所は、両端部、中央
部の３ヶ所とする。
なお、JISマーク表示品を使用する場
合は、製造工場の発行するJISに基づ
く試験成績表に替えることができる。
ℓ：支間長（ｍ）

幅（下）ｗ2 ±5

高　　さ　ｈ
＋10
－5

桁　　長　ℓ
支間長

３

土

木

工

事

共

通

編

１

一

般

施

工

３

共

通

的

工

種

13 ポストテンション桁製
作工

３

共

通

的

工

種

３

土

木

工

事

共

通

編

１

一

般

施

工

３

土

木

工

事

共

通

編

１

一

般

施

工

３

土

木

工

事

共

通

編

１

一

般

施

工

１

一

般

施

工

１

一

般

施

工

３

共

通

的

工

種

３

土

木

工

事

共

通

編

１

一

般

施

工

３

共

通

的

工

種

１

一

般

施

工

３

共

通

的

工

種

１

一

般

施

工

ｗ

Ｈ

ｈ

Ｈ

ｗ

ｈ

ｈ

ｗ Ｌ

Ｈ

ｈ

ｗ2

ｗ1

ｈ

ｗ

Ｈ

ｈ

Ｈ

ｗ

ｈ

ｈ

ｗ Ｌ

Ｈ

ｈ

ｗ2

ｗ1

ｈ
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１ １

２ ２

３

土

木

工

事

共

通

編

３

土

木

工

事

共

通

編

３

土

木

工

事

共

通

編

３

土

木

工

事

共

通

編

３

土

木

工

事

共

通

編

３

土

木

工

事

共

通

編

３

土

木

工

事

共

通

編

誤植（共通
仕様書に準
拠）

ICT（共通仕
様書に準
拠）

ICT（共通仕
様書に準
拠）

ICT（共通仕
様書に準
拠）

標記統一の
ため修正
（共通仕様
書に準拠）

ICT（共通仕
様書に準
拠）

標記統一の
ため修正
（共通仕様
書に準拠）

１

一

般

施

工

３

共

通

的

工

種

30 集水桝工

±30
施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、施工延長40ｍ
（または50ｍ）以下のものは１施工箇
所につき２ヶ所。

３

共

通

的

工

種

14 プレキャストセグメン
ト主桁組立工

桁　　長　ℓ
支間長

ℓ＜15…±10
ℓ≧15…
  ±（ℓ－5）かつ－
30mm以内

29 側溝工

（プレキャストＵ型側
溝）
（Ｌ型側溝工）
（自由勾配側溝）
（管渠）

3-１-3-30

±30

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、施工延長40ｍ
（または50ｍ）以下のものは１施工箇
所につき２ヶ所。
「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」の規定による測点の管理
方法を用いることができる。

3-１-3-29

延　　　長　Ｌ －200
１ヶ所／１施工箇所
ただし、「３次元計測技術を用いた出
来形管理要領（案）」の規定により管
理を行う場合は、延長の変化点で測
定。

桁全数について測定。
横方向タワミの測定は、プレストレッ
シング後に測定。
桁断面寸法測定箇所は、両端部、中央
部の３ヶ所とする

ℓ：支間長（ｍ）

3-１-3-14

横方向最大タワミ 0.8ℓ

基　準　高　▽ ±50

設計径（公称径）－30
以上

偏　心　量　ｄ

根　　入　　長 設計値以上

偏　心　量　ｄ Ｄ／4以内かつ100以内

基　準　高　▽

３

共

通

的

工

種

29 側溝工

（場所打水路工）
基　準　高　▽

延　　　長　Ｌ －200

１施工箇所毎

４ １ 既製杭工

（既製コンクリート
杭）
（鋼管杭）
（Ｈ鋼杭）

基　準　高　▽ ±30
１ヶ所毎
※は、現場打部分のある場合

３

土

木

工

事

共

通

編

※厚さ　ｔ1～ｔ5 －20

※幅　　ｗ1，ｗ2 －30

1／100以内

基　準　高　▽ ±50

設計値以上

基　準　高　▽ ±50
全数について杭中心で測定。 d＝ 3-1-4-4 ３

土

木

工

事

共

通

編
傾　　　　　斜

全数について杭中心で測定。 d＝ 3-1-4-4

根　　入　　長 設計値以上

※高さ　ｈ1，ｈ2 －30

d＝

Ｄ／4以内かつ100以内

傾　　　　　斜 1／100以内

杭　　径　　Ｄ

全数について杭中心で測定。

４

基

礎

工

４ ２ 既製杭工

（鋼管ソイルセメント
杭）

４

基

礎

工

５ 場所打杭工

根　　入　　長 設計値以上

偏　心　量　ｄ 100以内

プレキャストセグメン
ト主桁組立工

桁　　長　ℓ
支間長

ℓ＜15…±10
ℓ≧15…
  ±（ℓ－5）かつ－
30mm以内

3-１-3-2929 側溝工

（プレキャストＵ型側
溝）
（Ｌ型側溝工）
（自由勾配側溝）
（管渠）

基　準　高　▽

３

共

通

的

工

種

29 側溝工

（場所打水路工）
基　準　高　▽

延　　　長　Ｌ －200

１施工箇所毎

ただし、「３次元計測技術を用いた出
来形管理要領（案）」の規定により管
理を行う場合は、延長の変化点で測
定。

延　　　長　Ｌ －200
１ヶ所／１施工箇所
ただし、「３次元計測技術を用いた出
来形管理要領（案）」の規定により管
理を行う場合は、延長の変化点で測
定。

集水桝工

桁全数について測定。
横方向タワミの測定は、プレストレッ
シング後に測定。
桁断面寸法測定箇所は、両端部、中央
部の３ヶ所とする

ℓ：支間長（ｍ）

3-１-3-14

横方向最大タワミ 0.8ℓ

３

共

通

的

工

種

14 2

基　準　高　▽ ±30

±30
施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、施工延長40ｍ
（または50ｍ）以下のものは１施工箇
所につき２ヶ所。

厚さ以外の測定項目については、「３
次元計測技術を用いた出来形管理要領
（案）」の規定による測点の管理方法
を用いることができる。

3-１-3-29

厚 さ　ｔ1，ｔ2 －20

幅　　　　　ｗ －30

高 さ　ｈ1，ｈ2 －30

±30

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、施工延長40ｍ
（または50ｍ）以下のものは１施工箇
所につき２ヶ所。
厚さ以外の測定項目については、
「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」の規定による測点の管理
方法を用いることができる。

d＝

全数について杭中心で測定。

傾斜は、縦断方向（道路線形方向、橋
軸方向等）とそれに直交する横断方向
の２方向で測定。
「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」に基づき出来形管理を実
施する場合は、同要領に規定する計測
精度・計測密度を満たす計測方法によ
り出来形管理を実施することができ
る。

d＝ 3-1-4-4

根　　入　　長 設計値以上

偏　心　量　ｄ Ｄ／4以内かつ100以内

傾　　　　　斜 1／100以内

４

基

礎

工

４ １ 既製杭工

（既製コンクリート
杭）
（鋼管杭）
（Ｈ鋼杭）

基　準　高　▽ ±50

１ヶ所毎
※は、現場打部分のある場合

厚さ以外の測定項目については、「３
次元計測技術を用いた出来形管理要領
（案）」の規定による測点の管理方法
を用いることができる。

3-１-3-30

※厚さ　ｔ1～ｔ5 －20

※幅　　ｗ1，ｗ2 －30

※高さ　ｈ1，ｈ2 －30

３

共

通

的

工

種

30

全数について杭中心で測定。

傾斜は、縦断方向（道路線形方向、橋
軸方向等）とそれに直交する横断方向
の２方向で測定。
「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」に基づき出来形管理を実
施する場合は、同要領に規定する計測
精度・計測密度を満たす計測方法によ
り出来形管理を実施することができ
る。

d＝ 3-1-4-5

根　　入　　長 設計値以上

偏　心　量　ｄ 100以内

傾　　　　　斜 1／100以内

杭　　径　　Ｄ

４

基

礎

工

５ 場所打杭工
基　準　高　▽ ±50

設計径（公称径）－30
以上

１

一

般

施

工

１

一

般

施

工

４

基

礎

工

３

共

通

的

工

種

１

一

般

施

工

１

一

般

施

工

３

土

木

工

事

共

通

編

３

土

木

工

事

共

通

編

１

一

般

施

工

３

土

木

工

事

共

通

編

１

一

般

施

工

３

土

木

工

事

共

通

編

１

一

般

施

工

3-１-3-29

厚 さ　ｔ1，ｔ2 －20

幅　　　　　ｗ －30

高 さ　ｈ1，ｈ2 －30

3-1-4-5

傾　　　　　斜 1／100以内

杭　　径　　Ｄ

１

一

般

施

工

３

共

通

的

工

種

3-1-4-4

根　　入　　長 設計値以上

偏　心　量　ｄ Ｄ／4以内かつ100以内

１

一

般

施

工

１

一

般

施

工

１

一

般

施

工

１

一

般

施

工

傾　　　　　斜 1／100以内

杭　　径　　Ｄ

４

基

礎

工

４ ２ 既製杭工

（鋼管ソイルセメント
杭）

基　準　高　▽ ±50

設計値以上

全数について杭中心で測定。

「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」に基づき出来形管理を実
施する場合は、同要領に規定する計測
精度・計測密度を満たす計測方法によ
り出来形管理を実施することができ
る。

D

D

D

22＋ｙｘ

22＋ｙｘ

22＋ｙｘ

22＋ｙｘ

22＋ｙｘ

22＋ｙｘ

ｔ1 ｔ2ｗ

2ｈｈ1

ｗ

ｈ

2

2

ｔ

ｗ1

1

ｔ5

ｔ2

ｔ3

ｔ4

1ｈ

22＋ｙｘ

ｘ

ｄ

根
入
長

ｙ

22＋ｙｘ

ｘ

ｄ

根
入
長

ｙ

22＋ｙｘ

ｘ

ｄ

根
入
長

ｙ

22＋ｙｘ

D

D

D

ｔ1 ｔ2ｗ

2ｈｈ1

ｗ

ｈ

2

2

ｔ

ｗ1

1

ｔ5

ｔ2

ｔ3

ｔ4

1ｈ

22＋ｙｘ

ｘ

ｄ

根
入
長

ｙ

22＋ｙｘ

ｘ

ｄ

根
入
長

ｙ

22＋ｙｘ

ｘ

ｄ

根
入
長

ｙ

22＋ｙｘ
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測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準 測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準
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   鉄　筋　間　隔    鉄　筋　間　隔

３

土

木

工

事

共

通

編

３

土

木

工

事

共

通

編

３

土

木

工

事

共

通

編

誤植（共通
仕様書に準
拠）

諸基準類の
改定（共通
仕様書に準
拠）

図形の追加
（共通仕様
書に準拠）

標記統一の
ため修正
（共通仕様
書に準拠）

ｄ＝ 3-1 -4-6

２ 固結工
（スラリー撹拌工）

｢施工履歴データを用
いた出来形管理要領
（固結工（スラリー撹
拌工）編）（案）｣に
よる管理の場合

１

一

般

施

工

４

基

礎

工

６ 深礎工
基　準　高　▽ ±50

基　礎　径　Ｄ
設計径（公称径）

以上※

全数について杭中心で測定。

※ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄの場合はその内径、補強ﾘ
ﾝｸﾞを必要とする場合は補強ﾘﾝｸﾞの内
径とし、ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞの場合はモルタル
等の土留め構造の内径にて測定。

３

土

木

工

事

共

通

編

1

共

通

的

工

種

15
擁
壁
工

共
通

３

工事毎に１回
施工前の撹拌翼の寸法実測により確認
（掘起しによる実測確認は不要）

改　良　長　L 設計値以上

全本数
施工履歴データから作成した杭打設結
果表により確認
（残尺計測による確認は不要）

基　準　高　▽ 0以上 杭芯位置管理表により基準高を確認

３

土

木

工

事

共

通

編

根　　入　　長 設計値以上

偏　心　量　ｄ 150以内

傾　　　　　斜 1／50以内

3-1-7-9

位　　置 Ｄ／８以内

全本数
施工履歴データから作成した杭芯位置
管理表により設計杭芯位置と施工した
杭芯位置との距離を確認
（掘起しによる実測確認は不要）

杭　径　Ｄ 設計値以上

1

一

般

施

工

７

地

盤

改

良

工

９

1

一

般

施

工

18
床
版
工

２

３

土

木

工

事

共

通

編

高

さ

ｈ

ｈ＜3ｍ －50

ｈ≧3ｍ －100

鉛　直　度　△
±0.03ｈかつ
±300以内

控　え　長　さ
（補強材の設計長）

設計値以上

補強土壁工

（補強土（テールアル
メ）壁工法）
（多数アンカー式補強
土工法）
（ジオテキスタイルを
用いた補強土工法）

基　準　高　▽ ±50

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（また
は50ｍ）以下のものは１施工箇所につ
き２ヶ所。

3-1-15-3

延　　　長　Ｌ －200

１施工箇所毎

±10

３

土

木

工

事

共

通

編

幅　　　　　ｗ 0～＋30

厚　　　さ　ｔ －10～＋20

鉄筋のかぶり 設計値以上
１径間当たり３断面（両端及び中央）
測定。１断面の測定箇所は断面変化毎
１ヶ所とする。

鉄筋の有効高さ ±10

床版工
基　準　高　▽ ±20

基準高は、１径間当たり２ヶ所（支点
付近）で、１箇所当たり両端と中央部
の３点、幅は１径間当たり３ヶ所、厚
さは型枠設置時におおむね10㎡に１ヶ
所測定。
（床版の厚さは、型枠検査をもって代
える。）

3-1-18-2

±20
１径間当たり３ヶ所（両端及び中央）
測定。
１ヶ所の測定は、橋軸方向の鉄筋は全
数、橋軸直角方向の鉄筋は加工形状毎
に２ｍの範囲を測定。

上記、鉄筋の有
効高さがマイナ
スの場合

設計径（公称径）
以上※

±50
全数について杭中心で測定。

傾斜は、縦断方向（道路線形方向、橋
軸方向等）とそれに直交する横断方向
の２方向で測定。
※ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄの場合はその内径、補強ﾘ
ﾝｸﾞを必要とする場合は補強ﾘﾝｸﾞの内
径とし、ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞの場合はモルタル
等の土留め構造の内径にて測定。

ｄ＝ 3-1 -4-6

根　　入　　長 設計値以上

偏　心　量　ｄ 150以内

傾　　　　　斜 1／50以内

１

一

般

施

工

４

基

礎

工

６ 深礎工
基　準　高　▽

基　礎　径　Ｄ

基　準　高　▽ 0以上 杭芯位置管理表により基準高を確認
3-1-7-9

位　　置 Ｄ／８以内

全本数
施工履歴データから作成した杭芯位置
管理表により設計杭芯位置と施工した
杭芯位置との距離を確認
（掘起しによる実測確認は不要）

杭　径　Ｄ 設計値以上

３

土

木

工

事

共

通

編

1

一

般

施

工

７

地

盤

改

良

工

９ ２ 固結工
（スラリー撹拌工）

｢３次元計測技術を用
いた出来形管理要領
（案）第８編固結工
（スラリー撹拌工）
編｣による管理の場合

±50

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（また
は50ｍ）以下のものは１施工箇所につ
き２ヶ所。

3-1-15-3

高

さ

ｈ

ｈ＜3ｍ －50

ｈ≧3ｍ －100

鉛　直　度　△

1

一

般

施

工

15
擁
壁
工

共
通

３ 補強土壁工

（補強土（テールアル
メ）壁工法）
（多数アンカー式補強
土工法）
（ジオテキスタイルを
用いた補強土工法）

基　準　高　▽

工事毎に１回
施工前の撹拌翼の寸法実測により確認
（掘起しによる実測確認は不要）

改　良　長　L 設計値以上

全本数
施工履歴データから作成した杭打設結
果表により確認
（残尺計測による確認は不要）

±20
基準高は、１径間当たり２ヶ所（支点
付近）で、１箇所当たり両端と中央部
の３点、幅は１径間当たり３ヶ所、厚
さは型枠設置時におおむね10㎡に１ヶ
所測定。
（床版の厚さは、型枠検査をもって代
える。）

3-1-18-2

幅　　　　　ｗ 0～＋30

厚　　　さ　ｔ －10～＋20

鉄筋のかぶり 設計値以上

１径間当たり３ヶ所（両端及び中央）
測定。
１ヶ所の測定は、橋軸方向の鉄筋は全
数、橋軸直角方向の鉄筋は加工形状毎
に２ｍの範囲を測定。

上記、鉄筋の有
効高さがマイナ
スの場合

±10

1

一

般

施

工

18
床
版
工

２ 床版工
基　準　高　▽

±0.03ｈかつ
±300以内

控　え　長　さ
（補強材の設計長）

設計値以上

延　　　長　Ｌ －200

１施工箇所毎

１径間当たり３断面（両端及び中央）
測定。１断面の測定箇所は断面変化毎
１ヶ所とする。

鉄筋の有効高さ ±10

±20

D

22＋ｙｘ

22＋ｙｘ

ｘ

ｄ

根
入
長

ｙ

ｈ

ｗ

ｈ

Ｉ型鋼げた

ｗ

ｈ

Ｉ型鋼げた

ｗ

ｈ

Ｉ型鋼げた

ｗ

ｈ

Ｉ型鋼げた

ｗ

ｈ

Ｉ型鋼げた

ｗ

ｈ

Ｉ型鋼げた

D

22＋ｙｘ

ｘ

ｄ

根
入
長

ｙ

ｈ

ｗ

ｈ

Ｉ型鋼げた

ｗ

ｈ

Ｉ型鋼げた

ｗ

ｈ

Ｉ型鋼げた

ｗ

ｈ

Ｉ型鋼げた

ｗ

ｈ

Ｉ型鋼げた

ｗ

ｈ

Ｉ型鋼げた
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現行（令和6年1月以降適用版）

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準 測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

改定理由
改定案（令和7年2月20日以降適用版）

５

河

川

海

岸

編

６

砂

防

編

６

砂

防

編

６

砂

防

編

６

砂

防

編

８
道
路
編

ICT（共通仕
様書に準
拠）

誤植（共通
仕様書に準
拠）

ICT（共通仕
様書に準
拠）

誤植（共通
仕様書に準
拠）

ICT（共通仕
様書に準
拠）

ICT（共通仕
様書に準
拠）

延　　　長　Ｌ －200

コンクリート堰堤本体
工 基　準　高　▽ ±30

図面の表示箇所で測定。 6-1-8-4

２

突

堤

・

人

工

岬

５

突

堤

本

体

工

９ 石砕工
基　準　高　▽

－30

長　　　さ　Ｌ －100

１施工箇所毎

±50
施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（また
は50ｍ）以下のものは１施工箇所につ
き２ヶ所。

5-2-5-9 ５

河

川

海

岸

編

厚　　　さ　ｔ －50

高

さ

ｈ

ｈ＜3ｍ －50

天端部　ｗ1，ｗ3

堤　幅　 　　ｗ2
－30

6-1-8-6

ｈ≧3ｍ －100

水通しの幅 ℓ1，ℓ2 ±50

堤　長　Ｌ1，Ｌ2 －100

±30
基準高、幅、延長は図面に表示してあ
る箇所で測定。
厚さは目地及びその中間点で測定。

6-1-8-8 ６

砂

防

編
幅　　　　　ｗ －100

厚　　　さ　ｔ －30

延　　　長　Ｌ

１

砂

防

堰

堤

８

コ

ン

ク

リ
ー

ト

堰

堤

工

４

１

砂

防

堰

堤

８

コ

ン

ク

リ
ー

ト

堰

堤

工

６ コンクリート側壁工
基　準　高　▽ ±30

１．図面の寸法表示箇所を測定。
２．上記以外の測定箇所の標準は、天
端幅・天端高で各測点及びジョイント
毎に測定。
３．長さは、天端中心線の水平延長、
又は、測点に直角な水平延長を測定。

幅　　ｗ1，ｗ2

１

砂

防

堰

堤

８

コ

ン

ク

リ
ー

ト

堰

堤

工

８ 水叩工
基　準　高　▽

１

道

路

改

良

11
落
石
雪
害
防
止
工

４ 落石防止網工 幅　　　　　ｗ

下流側倒れ　△ ±0.02Ｈ

高

さ

ｈ

ｈ＜3ｍ －50

ｈ≧3ｍ －100

－100

堤　　　高　▽ ±50
１．図面に表示してある箇所で測定。
２．ダブルウォール構造の場合は、堤
高、幅、袖高は＋の規格値は適用しな
い。長　　　さ　Ｌ ±100

幅　　ｗ1，ｗ2 ±50

１

砂

防

堰

堤

９

鉄

製

堰

堤

工

６ 鋼製側壁工

－200 １施工箇所毎 8-1-11-4

延　　　長　Ｌ －200

6-1-9-6

±50
施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（また
は50ｍ）以下のものは１施工箇所につ
き２ヶ所。

5-2-5-9

厚　　　さ　ｔ －50

高

さ

ｈ

ｈ＜3ｍ －50

ｈ≧3ｍ

２

突

堤

・

人

工

岬

５

突

堤

本

体

工

９ 石枠工
基　準　高　▽

基　準　高　▽ ±30
図面の表示箇所で測定。

「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」の規定による測点の管理
方法を用いることができる。
ただし、「３次元計測技術を用いた出
来形管理要領（案）」の規定により管
理を行う場合は、延長の変化点で測
定。

6-1-8-4

天端部　ｗ1，ｗ3

堤　幅　 　　ｗ2
－30

水通しの幅 ℓ1，ℓ2 ±50

堤　長　Ｌ1，Ｌ2

６

砂

防

編

１

砂

防

堰

堤

８

コ

ン

ク

リ
ー

ト

堰

堤

工

４ コンクリート堰堤本体
工

－100

延　　　長　Ｌ －200
１施工箇所毎

±30
１．図面の寸法表示箇所を測定。
２．上記以外の測定箇所の標準は、天
端幅・天端高で各測点及びジョイント
毎に測定。
３．長さは、天端中心線の水平延長、
又は、測点に直角な水平延長を測定。

「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」の規定による測点の管理
方法を用いることができる。
ただし、「３次元計測技術を用いた出
来形管理要領（案）」の規定により管
理を行う場合は、延長の変化点で測
定。

6-1-8-6

幅　　ｗ1，ｗ2 －30

長　　　さ　Ｌ －100

－100

６

砂

防

編

１

砂

防

堰

堤

８

コ

ン

ク

リ
ー

ト

堰

堤

工

６ コンクリート側壁工
基　準　高　▽

基準高、幅、延長は図面に表示してあ
る箇所で測定。
厚さは目地及びその中間点で測定。

「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」の規定による測点の管理
方法を用いることができる。
ただし、「３次元計測技術を用いた出
来形管理要領（案）」の規定により管
理を行う場合は、延長の変化点で測
定。

6-1-8-8

幅　　　　　ｗ －100

厚　　　さ　ｔ －30

延　　　長　Ｌ －100

１

砂

防

堰

堤

８

コ

ン

ク

リ
ー

ト

堰

堤

工

８ 水叩工
基　準　高　▽

ｈ≧3ｍ －100

１．図面に表示してある箇所で測定。
２．ダブルウォール構造の場合は、堤
高、幅、袖高は＋の規格値は適用しな
い。

6-1-9-6１

砂

防

堰

堤

９

鋼

製

堰

堤

工

６ 鋼製側壁工
堤　　　高　▽ ±50

ｈ＜3ｍ －50

±30

１

道

路

改

良

６

砂

防

編

11
落
石
雪
害
防
止
工

４ 落石防止網工

長　　　さ　Ｌ ±100

幅　　ｗ1，ｗ2 ±50

下流側倒れ　△ ±0.02Ｈ

高

さ

ｈ

幅　　　　　ｗ －200 １施工箇所毎

「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」の規定による測点の管理
方法を用いることができる。
ただし、「３次元計測技術を用いた出
来形管理要領（案）」の規定により管
理を行う場合は、延長の変化点で測
定。

8-1-11-4

延　　　長　Ｌ －200

８
道
路
編

ｗ2

ｗ1

2Ｌ

Ｌ1

ｗ3ℓ2
ℓ1

ｔ

ｔ

ｈ

Ｌ ｗ1

ｗ2

ｔ

Ｌ

ｗ

Ｌ

ｗ2

ｗ1

Ｈ

Δ

ｗ2

ｗ1

2Ｌ

Ｌ1

ｗ3ℓ2
ℓ1

ｔ

ｔ

ｈ

Ｌ ｗ1

ｗ2

ｔ

Ｌ

ｗ

Ｌ

ｗ2

ｗ1

Ｈ

Δ
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測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準 測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

改定理由
改定案（令和7年2月20日以降適用版）

８
道
路
編

８
道
路
編

８
道
路
編

８
道
路
編

ICT（共通仕
様書に準
拠）

ICT（共通仕
様書に準
拠）

ICT（共通仕
様書に準
拠）

ICT（共通仕
様書に準
拠）

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、施工延長40ｍ
（または50ｍ）以下のものは１施工箇
所につき２ヶ所。

大型標識工

（標識柱工）

設置高さ　　Ｈ

8-1-11-5

延　　　長　Ｌ －200 １施工箇所毎

１

道

路

改

良

11
落
石
雪
害
防
止
工

５ 落石防護柵工

高　　　さ　ｈ

２

舗

装

９

標

識

工

４ ２

大型標識工

（標識基礎工）

幅 　　ｗ1，ｗ2 －30
基礎一基毎 8-2-9-4２

舗

装

９

標

識

工

４ １

１

道

路

改

良

11
落
石
雪
害
防
止
工

６

±30

８
道
路
編

延　　　長　Ｌ －200

１施工箇所毎

基

礎

幅 　　ｗ1，ｗ2 －30
基礎１基毎

高　　　さ　ｈ －30

防雪柵工

高　　　さ　ｈ ±30

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、施工延長40ｍ
（または50ｍ）以下のものは１施工箇
所につき２ヶ所。

　 8-1-11-6

８
道
路
編

８
道
路
編

設計値以上
１ヶ所／１基 8-2-9-4

高　　　さ　ｈ －30

１

道

路

改

良

11
落
石
雪
害
防
止
工

５ 落石防護柵工

高　　　さ　ｈ ±30

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、施工延長40ｍ
（または50ｍ）以下のものは１施工箇
所につき２ヶ所。

8-1-11-5

延　　　長　Ｌ －200 １施工箇所毎

「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」の規定による測点の管理
方法を用いることができる。
ただし、「３次元計測技術を用いた出
来形管理要領（案）」の規定により管
理を行う場合は、延長の変化点で測
定。

４ １

±30

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、施工延長40ｍ
（または50ｍ）以下のものは１施工箇
所につき２ヶ所。

「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」の規定による測点の管理
方法を用いることができる。

　 8-1-11-6

延　　　長　Ｌ －200

１施工箇所毎

「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」の規定による測点の管理
方法を用いることができる。
ただし、「３次元計測技術を用いた出
来形管理要領（案）」の規定により管
理を行う場合は、延長の変化点で測
定。

基

礎

幅 　　ｗ1，ｗ2 －30

１

道

路

改

良

11
落
石
雪
害
防
止
工

６ 防雪柵工

高　　　さ　ｈ

設置高さ　　Ｈ 設計値以上
１ヶ所／１基

「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」の規定による測点の管理
方法を用いることができる。

8-2-9-4８
道
路
編

２

舗

装

９

標

識

工

４ ２ 大型標識工

（標識柱工）

大型標識工

（標識基礎工）

幅 　　ｗ1，ｗ2 －30
基礎一基毎

「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」の規定による測点の管理
方法を用いることができる。

8-2-9-4

高　　　さ　ｈ －30

基礎１基毎

「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」の規定による測点の管理
方法を用いることができる。

高　　　さ　ｈ －30

２

舗

装

９

標

識

工

Ｌ

ｈ

ｗ1 ｗ2

ｈ

ｈ

ｈ

Ｌ

ｈ

ｗ1

ｗ2

ｗ2

Ｈ

Ｌ

ｈ

ｗ1 ｗ2

ｈ

ｈ

ｈ

Ｌ

ｈ

ｗ1

ｗ2

ｗ2

Ｈ
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誤植（国交省「品
質管理基準及び規
格値（案）」準
拠）

目次

1 



粗骨材のすりへり試験 JIS A 1121
JIS A 5005

砕石40%以下、砂利35%以下、舗装コンク
リートは35％以下
ただし、積雪寒冷地の舗装コンクリートの
場合は25％以下

工事開始前、工事中１回／年以上及び産
地が変わった場合。
ただし、砂利の場合は工事開始前、工事
中1回／月以上及び産地が変わった場
合。

○

材料 粗骨材のすりへり試験 JIS A 1121
JIS A 5005

砕石40%以下、砂利35%以下、舗装コンク
リートは35％以下
ただし、積雪寒冷地の舗装コンクリートの
場合は25％以下

工事開始前、工事中１回以上／12か月及
び産地が変わった場合。
ただし、砂利の場合は工事開始前、工事
中1回／月以上及び産地が変わった場
合。

○

諸基準類の
改定にとも
なう

砂の有機不純物試験 JIS A 1105 標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強
度が90%以上の場合は使用できる。

工事開始前、工事中１回／年以上及び産
地が変わった場合。

・濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む
細骨材のモルタル圧縮強度による試験方法」に
よる。

○
砂の有機不純物試験 JIS A 1105 標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強

度が90%以上の場合は使用できる。
工事開始前、工事中１回以上／12か月及
び産地が変わった場合。

・濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む
細骨材のモルタル圧縮強度による試験方法」に
よる。

○
諸基準類の
改定にとも
なう

硫酸ナトリウムによる
骨材の安定性試験

JIS A 1122
JIS A 5005

細骨材：10％以下
粗骨材：12％以下

砂、砂利：工事開始前、工事中１回／
6ヶ月以上及び産地が変わった場合。
砕砂、砕石：工事開始前、工事中1回／
年以上及び産地が変わった場合。

寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。

○

硫酸ナトリウムによる
骨材の安定性試験

JIS A 1122
JIS A 5005

細骨材：10％以下
粗骨材：12％以下

砂、砂利：工事開始前、工事中１回以上
／12か月及び産地が変わった場合。
砕砂、砕石：工事開始前、工事中1回以
上／12か月及び産地が変わった場合。

寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。

○

諸基準類の
改定にとも
なう

練混ぜ水の水質試験 上水道水及び上水道水
以外の水の場合：
JIS A 5308付属書C

懸濁物質の量：2g/l以下
溶解性蒸発残留物の量：1g/l以下
塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始発は30分以
内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で
90％以上

工事開始前及び工事中１回／年以上及び
水質が変わった場合。

上水道を使用している場合は試験に換え、上水
道を使用していることを示す資料による確認を
行う。

○

練混ぜ水の水質試験 上水道水及び上水道水
以外の水の場合：
JIS A 5308付属書JC

懸濁物質の量：2g/l以下
溶解性蒸発残留物の量：1g/l以下
塩化物イオン量：200㎎/L以下
セメントの凝結時間の差：始発は30分以
内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で
90％以上

工事開始前及び工事中１回以上／12か月
及び水質が変わった場合。

上水道を使用している場合は試験に換え、上水
道を使用していることを示す資料による確認を
行う。

○

JIS改定
諸基準の表
記に合わせ
る

回収水の場合：
JIS A 5308附属書C

塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始発は30分以
内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で
90％以上

工事開始前、工事中１回／年以上及び水
質が変わった場合。
スラッジ水の濃度は１回／日

その原水は、上水道水及び上水道水以外の水の
規定に適合するものとする。

○

回収水の場合：
JIS A 5308附属書JC

塩化物イオン量：200㎎/L以下
セメントの凝結時間の差：始発は30分以
内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で
90％以上

工事開始前、工事中１回以上／12か月及
び水質が変わった場合。
スラッジ水の濃度は１回／日

その原水は、上水道水及び上水道水以外の水の
規定に適合するものとする。

○

JIS改定
諸基準の表
記に合わせ
る

ミキサの練混ぜ性能試
験

バッチミキサの場合：
　JIS A 1119
　JIS A 8603-1
　JIS A 8603-2

コンクリートの練混ぜ量
公称容量の場合：
　コンクリート内のモルタル量の偏差率：
0.8％以下
　コンクリート中の粗骨材量の偏差率：
5％以下
　圧縮強度の偏差率：7.5％以下
　コンクリート内空気量の偏差率：10％以
下
　コンシステンシー(スランプ)の偏差率：
15％以下

工事開始前及び工事中１回／年以上。 ・小規模工種※で1工種当りの総使用量が50m3未
満の場合は1工種1回以上の試験、またはレ
ディーミクストコンクリート工場の品質証明書
等のみとすることができる。

※小規模工種とは、以下の工種を除く工種とす
る。（橋台、橋脚、杭類（場所打杭、井筒基礎
等）、橋梁上部工（桁、床版、高欄等）、擁壁
工（高さ1m以上）、函渠工、樋門、樋管、水
門、水路（内幅2.0m以上）、護岸、ダム及び
堰、トンネル、舗装、その他これらに類する工
種及び特記仕様書で指定された工種）

○

製造
(プラント)

その他　（Ｊ
ＩＳマーク表
示されたレ
ディミクスト
コンクリート
を使用する場
合は除く）

ミキサの練混ぜ性能試
験

バッチミキサの場合：
　JIS A 1119
　JIS A 8603-1
　JIS A 8603-2

コンクリートの練混ぜ量
公称容量の場合：
　コンクリート内のモルタル量の偏差率：
0.8％以下
　コンクリート中の粗骨材量の偏差率：
5％以下
　圧縮強度の偏差率：7.5％以下
　コンクリート内空気量の偏差率：10％以
下
　コンシステンシー(スランプ)の偏差率：
15％以下

工事開始前及び工事中１回以上／12か
月。

・小規模工種※で1工種当りの総使用量が50m3未
満の場合は1工種1回以上の試験、またはレ
ディーミクストコンクリート工場の品質証明書
等のみとすることができる。

※小規模工種とは、以下の工種を除く工種とす
る。（橋台、橋脚、杭類（場所打杭、井筒基礎
等）、橋梁上部工（桁、床版、高欄等）、擁壁
工（高さ1m以上）、函渠工、樋門、樋管、水
門、水路（内幅2.0m以上）、護岸、ダム及び
堰、トンネル、舗装、その他これらに類する工
種及び特記仕様書で指定された工種）

○

諸基準類の
改定にとも
なう

　 連続ミキサの場合：
土木学会規準JSCE-I
502-20B

コンクリート中のモルタル単位容積質量
差：0.8％以下
コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％
以下
圧縮強度差：7.5％以下
空気量差：1％以下
スランプ差：3㎝以下

○

　 連続ミキサの場合：
土木学会規準JSCE-I
502-20B

コンクリート中のモルタル単位容積質量
差：0.8％以下
コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％
以下
圧縮強度差：7.5％以下
空気量差：1％以下
スランプ差：3㎝以下

工事開始前及び工事中１回以上／12か
月。

・小規模工種※で1工種当りの総使用量が50m3未
満の場合は1工種1回以上の試験、またはレ
ディーミクストコンクリート工場の品質証明書
等のみとすることができる。

※小規模工種とは、以下の工種を除く工種とす
る。（橋台、橋脚、杭類（場所打杭、井筒基礎
等）、橋梁上部工（桁、床版、高欄等）、擁壁
工（高さ1m以上）、函渠工、樋門、樋管、水
門、水路（内幅2.0m以上）、護岸、ダム及び
堰、トンネル、舗装、その他これらに類する工
種及び特記仕様書で指定された工種）

○

諸基準類の
改定にとも
なう

施工 必須 塩化物総量規制 「コンクリートの耐久
性向上」仕様書

原則0.3㎏/m3以下 コンクリートの打設が午前と午後にまた
がる場合は、午前に１回コンクリート打
設前に行い、その試験結果が塩化物総量
の規制値の1／2以下の場合は、午後の試
験を省略することができる。（１試験の
測定回数は3回とする）試験の判定は3回
の測定値の平均値。

・小規模工種※で1工種当りの総使用量が50m3未
満の場合は1工種1回以上の試験、またはレ
ディーミクストコンクリート工場の品質証明書
等のみとすることができる。1工種あたりの総使
用量が50m3以上の場合は50m3ごとに1回の試験を
行う。
・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化
物イオン含有率試験方法」（JSCE-C502-
2018,503-2018）または設計図書の規定により行
う。
・用心鉄筋等を有さない無筋構造物の場合は省
略できる。

※小規模工種とは、以下の工種を除く工種とす
る。（橋台、橋脚、杭類（場所打杭、井筒基礎
等）、橋梁上部工（桁、床版、高欄等）、擁壁
工（高さ1m以上）、函渠工、樋門、樋管、水
門、水路（内幅2.0m以上）、護岸、ダム及び
堰、トンネル、舗装、その他これらに類する工

施工 必須 塩化物総量規制 「コンクリートの耐久
性向上」仕様書

原則0.3㎏/m3以下 コンクリートの打設が午前と午後にまた
がる場合は、午前に１回コンクリート打
設前に行い、その試験結果が塩化物総量
の規制値の1／2以下の場合は、午後の試
験を省略することができる。（１試験の
測定回数は3回とする）試験の判定は3回
の測定値の平均値。

・小規模工種※で1工種当りの総使用量が50m3未
満の場合は1工種1回以上の試験、またはレ
ディーミクストコンクリート工場の品質証明書
等のみとすることができる。1工種あたりの総使
用量が50m3以上の場合は50m3ごとに1回の試験を
行う。
・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化
物イオン含有率試験方法」（JSCE-C502-
2023,503-2023）または設計図書の規定により行
う。
・用心鉄筋等を有さない無筋構造物の場合は省
略できる。

※小規模工種とは、以下の工種を除く工種とす
る。（橋台、橋脚、杭類（場所打杭、井筒基礎
等）、橋梁上部工（桁、床版、高欄等）、擁壁
工（高さ1m以上）、函渠工、樋門、樋管、水
門、水路（内幅2.0m以上）、護岸、ダム及び
堰、トンネル、舗装、その他これらに類する工

JSCE基準改
定

コンクリートの圧縮強
度試験

JIS A 1108 1回の試験結果は指定した呼び強度の85％
以上であること。
3回の試験結果の平均値は、指定した呼び
強度以上であること。
（1回の試験結果は、3個の供試体の試験値
の平均値）

・試験の頻度等は、「コンクリート圧縮
強度試験に用いる供試体の取り扱いの一
部改訂について(通知)」(平成31年2月18
日技第1036号）による。
なお、テストピースは打設場所で採取
し、1回につき6個（σ7･･･3個、σ28･･･
3個）とする。
・早強セメントを使用する場合には、必
要に応じて1回につき3個（σ３）を追加
で採取する。

コンクリートの圧縮強
度試験

JIS A 1108 1回の試験結果は指定した呼び強度の85％
以上であること。
3回の試験結果の平均値は、指定した呼び
強度以上であること。
（1回の試験結果は、3個の供試体の試験値
の平均値）

・試験の頻度等は、「コンクリート圧縮
強度試験に用いる供試体の取り扱いの一
部改訂について(通知)」(平成31年2月18
日技第1036号）による。
なお、テストピースは打設場所で採取
し、1回につき6個（σ7･･･3個、σ28･･･
3個）とする。
・早強セメントを使用する場合には、必
要に応じて1回につき3個（σ３）を追加
で採取する。

JIS改定

練混ぜ水の水質試験 上水道水及び上水道水
以外の水の場合：
JIS A 5308付属書C

懸濁物質の量：2g／L以下
溶解性蒸発残留物の量：1g／L以下
塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始発は30分以
内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で
90％以上

工事開始前、工事中１回/年以上及び水
質が変わった場合。

上水道を使用している場合は試験に換え、上水
道を使用していることを示す資料による確認を
行う。

○

練混ぜ水の水質試験 上水道水及び上水道水
以外の水の場合：
JIS A 5308付属書JC

懸濁物質の量：2g／L以下
溶解性蒸発残留物の量：1g／L以下
塩化物イオン量：200㎎/L以下
セメントの凝結時間の差：始発は30分以
内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で
90％以上

工事開始前、工事中１回以上／12か月及
び水質が変わった場合。

上水道を使用している場合は試験に換え、上水
道を使用していることを示す資料による確認を
行う。

○

諸基準類の
改定にとも
なう

　 回収水の場合：
JIS A 5308附属書C

塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始発は30分以
内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で
90％以上

工事開始前、工事中１回／年以上及び水
質が変わった場合。
スラッジ水の濃度は１回／日

・その原水は上水道水及び上水道水以外の水の
規定に適合するものとする。

○

　 回収水の場合：
JIS A 5308附属書JC

塩化物イオン量：200㎎/L以下
セメントの凝結時間の差：始発は30分以
内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で
90％以上

工事開始前、工事中１回以上／12か月及
び水質が変わった場合。
スラッジ水の濃度は１回／日

・その原水は上水道水及び上水道水以外の水の
規定に適合するものとする。

○

JIS改定
諸基準の表
記に合わせ
る

ミキサの練混ぜ性能試
験

バッチミキサの場合：
JIS A 1119
JIS A 8603-1
JIS A 8603-2

コンクリートの練混ぜ量
定格要領（公称容量）の場合：
　コンクリート内のモルタル量の偏差率：
0.8％以下
　コンクリート内の粗骨材量の偏差率：
5％以下
　圧縮強度の偏差率：7.5％以下
　コンクリート内の空気量の偏差率：10％
以下
　コンシステンシー（スランプ）の偏差
率：15％以下

工事開始前及び工事中１回/年以上。 ・総使用量が50m3未満の場合は1回以上の試験、
またはレディーミクストコンクリート工場の品
質証明書等のみとすることができる。

○

ミキサの練混ぜ性能試
験

バッチミキサの場合：
JIS A 1119
JIS A 8603-1
JIS A 8603-2

コンクリートの練混ぜ量
定格要領（公称容量）の場合：
　コンクリート内のモルタル量の偏差率：
0.8％以下
　コンクリート内の粗骨材量の偏差率：
5％以下
　圧縮強度の偏差率：7.5％以下
　コンクリート内の空気量の偏差率：10％
以下
　コンシステンシー（スランプ）の偏差
率：15％以下

工事開始前及び工事中１回以上／12か
月。

・総使用量が50m3未満の場合は1回以上の試験、
またはレディーミクストコンクリート工場の品
質証明書等のみとすることができる。

○

諸基準類の
改定にとも
なう

　 連続ミキサの場合：
土木学会規準JSCE-I
502-2013

コンクリート内のモルタル単位容積質量
差：0.8％以下
コンクリート内の単位粗骨材量の差：5％
以下
圧縮強度差：7.5％以下
空気量差：1％以下
スランプ差：3㎝以下

○

　 連続ミキサの場合：
土木学会規準JSCE-I
502-2013

コンクリート内のモルタル単位容積質量
差：0.8％以下
コンクリート内の単位粗骨材量の差：5％
以下
圧縮強度差：7.5％以下
空気量差：1％以下
スランプ差：3㎝以下

○

諸基準類の
改定にとも
なう

18　補強土壁
工

施工 必須 現場密度の測定
※右記試験方法（3種
類）のいずれかを実施
する。

または、
「RI計器を用いた盛土
の締固め管理要領
（案）」による

次の密度への締固めが可能な範囲の含水比
において、1管理単位の現場乾燥密度の平
均値が最大乾燥度密度の97％以上（締固め
試験（JIS A 1210）A・B法）もしくは92%
以上（締固め試験（JIS A 1210）C・D・E
法）。
または、設計図書による。

盛土を管理する単位(以下｢管理単位｣)に
分割して管理単位ごとに管理を行うもの
とする。
路体・路床とも、1日の1層あたりの施工
面積を基準とする。管理単位の面積は
1,500m2を標準とし、1日の施工面積が
2,000m2以上の場合、その施工面積を2管
理単位以上に分割するものとする。1管
理単位あたりの測定点数の目安を以下に
示す。
・500m2未満：5点
・500m2以上1000m2未満：10点
・1000m2以上2000m2未満：15点

・最大粒径＜100mmの場合に適用する。
・左記の規格値を満たしていても、規格値を著
しく下回っている点が存在した場合は、監督員
との協議の上で、（再）転圧を行うものとす
る。
･橋台背面アプローチ部における規格値は､下記
の通りとする。
(締固め試験(JISA1210)C・D・E法)
【一般の橋台背面】
平均92％以上、かつ最小90％以上
【インテグラルアバット構造の橋台背面】
平均97％以上、かつ最小95％以上

　

18　補強土壁
工

施工 必須 現場密度の測定
※右記試験方法（3種
類）のいずれかを実施
する。

または、
「RI計器を用いた盛土
の締固め管理要領
（案）」による

次の密度への締固めが可能な範囲の含水比
において、1管理単位の現場乾燥密度の平
均値が最大乾燥密度の97％以上（締固め試
験（JIS A 1210）A・B法）もしくは92%以
上（締固め試験（JIS A 1210）C・D・E
法）。
または、設計図書による。

盛土を管理する単位(以下｢管理単位｣)に
分割して管理単位ごとに管理を行うもの
とする。
路体・路床とも、1日の1層あたりの施工
面積を基準とする。管理単位の面積は
1,500m2を標準とし、1日の施工面積が
2,000m2以上の場合、その施工面積を2管
理単位以上に分割するものとする。1管
理単位あたりの測定点数の目安を以下に
示す。
・500m2未満：5点
・500m2以上1000m2未満：10点
・1000m2以上2000m2未満：15点

・最大粒径＜100mmの場合に適用する。
・左記の規格値を満たしていても、規格値を著
しく下回っている点が存在した場合は、監督員
との協議の上で、（再）転圧を行うものとす
る。
･橋台背面アプローチ部における規格値は､下記
の通りとする。
(締固め試験(JISA1210)C・D・E法)
【一般の橋台背面】
平均92％以上、かつ最小90％以上
【インテグラルアバット構造の橋台背面】
平均97％以上、かつ最小95％以上

　

誤字

新潟県土木部標準仕様書（その２）土木工事施工管理基準（品質管理基準及び規格値）新旧対照表（案）

現行（令和６年１月適用版） 改定案（令和７年2月20日適用版）
改定理由

工　種 種別 試験
区分

試験項目 試験方法 規格値 試験時期・頻度 摘　　要
試験成績表
等による確

工　種 種別 試験
区分

試験項目 試験方法 規格値 試験時期・頻度 摘　　要
試験成績表
等による確

1　セメント・
コンクリート
(転圧コンク
リート・コン
クリートダ
ム・覆工コン
クリート・吹
付けコンク
リートを除
く）

材料 その他　（Ｊ
ＩＳマーク表
示されたレ
ディミクスト
コンクリート
を使用する場
合は除く）

1　セメント・
コンクリート
(転圧コンク
リート・コン
クリートダ
ム・覆工コン
クリート・吹
付けコンク
リートを除
く）

その他　（Ｊ
ＩＳマーク表
示されたレ
ディミクスト
コンクリート
を使用する場
合は除く）

製造
(プラント)

その他　（Ｊ
ＩＳマーク表
示されたレ
ディミクスト
コンクリート
を使用する場
合は除く）

12　転圧コン
クリート

材料（ＪＩＳ
マーク表示さ
れたレディミ
クストコンク
リートを使用
する場合は除
く）

その他 12　転圧コン
クリート

材料（ＪＩＳ
マーク表示さ
れたレディミ
クストコンク
リートを使用
する場合は除
く）

その他
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現行（令和６年１月適用版） 改定案（令和７年2月20日適用版）
改定理由

工　種 種別 試験
区分

試験項目 試験方法 規格値 試験時期・頻度 摘　　要
試験成績表
等による確

工　種 種別 試験
区分

試験項目 試験方法 規格値 試験時期・頻度 摘　　要
試験成績表
等による確

砂の有機不純物試験 JIS A 1105 標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強
度が90％以上の場合は使用できる。

工事開始前、工事中１回／年以上及び産
地が変わった場合。

・濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む
細骨材のモルタル圧縮強度による試験方法」に
よる。

○
砂の有機不純物試験 JIS A 1105 標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強

度が90％以上の場合は使用できる。
工事開始前、工事中１回以上／12か月及
び産地が変わった場合。

・濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む
細骨材のモルタル圧縮強度による試験方法」に
よる。

○
諸基準類の
改定にとも
なう

硫酸ナトリウムによる
骨材の安定性試験

JIS A 1122
JIS A 5005

細骨材：10％以下
粗骨材：12％以下

砂、砂利：工事開始前、工事中１回／
6ヶ月以上及び産地が変わった場合
砕砂、砕石：工事開始前、工事中１回／
年以上及び産地が変わった場合。

寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。

○

硫酸ナトリウムによる
骨材の安定性試験

JIS A 1122
JIS A 5005

細骨材：10％以下
粗骨材：12％以下

砂、砂利：工事開始前、工事中１回以上
／12か月及び産地が変わった場合
砕砂、砕石：工事開始前、工事中１回以
上／12か月及び産地が変わった場合。

寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。

○

諸基準類の
改定にとも
なう

練混ぜ水の水質試験 上水道水及び上水道水
以外の水の場合：
JIS A 5308付属書C

懸濁物質の量：2g／L以下
溶解性蒸発残留物の量：1g／L以下
塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始発は30分以
内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で
90％以上

工事開始前及び工事中１回／年以上及び
水質が変わった場合。

上水道を使用している場合は試験に換え、上水
道を使用していることを示す資料による確認を
行う。

○

練混ぜ水の水質試験 上水道水及び上水道水
以外の水の場合：
JIS A 5308付属書JC

懸濁物質の量：2g／L以下
溶解性蒸発残留物の量：1g／L以下
塩化物イオン量：200㎎/L以下
セメントの凝結時間の差：始発は30分以
内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で
90％以上

工事開始前及び工事中１回以上／12か月
及び水質が変わった場合。

上水道を使用している場合は試験に換え、上水
道を使用していることを示す資料による確認を
行う。

○

JIS改定
諸基準の標
記に合わせ
る

回収水の場合：
JIS A 5308附属書C

塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始発は30分以
内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で
90％以上

工事開始前、工事中１回／年以上及び水
質が変わった場合。
スラッジ水の濃度は１回／日

その原水は、上水道水及び上水道水以外の水の
規定に適合するものとする。

○

回収水の場合：
JIS A 5308附属書JC

塩化物イオン量：200㎎/L以下
セメントの凝結時間の差：始発は30分以
内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で
90％以上

工事開始前、工事中１回以上／12か月及
び水質が変わった場合。
スラッジ水の濃度は１回／日

その原水は、上水道水及び上水道水以外の水の
規定に適合するものとする。

○

JIS改定
諸基準の表
記に合わせ
る

製造（ＪＩＳ
マーク表示さ
れたレディミ
クストコンク
リートを使用
する場合は除
く）

その他 ミキサの練混ぜ性能試
験

バッチミキサの場合：
　JIS A 1119
　JIS A 8603-1
　JIS A 8603-2

コンクリートの練混ぜ量
公称容量の場合：
　コンクリート内のモルタル量の偏差：
0.8％以下
　コンクリート内の粗骨材量の偏差率：
5％以下
　圧縮強度の偏差率：7.5％以下
　コンクリート内空気量の偏差率：10％以
下
　コンシステンシー(スランプ)の偏差率：
15％以下

工事開始前及び工事中１回／年以上。 ・小規模工種※で1工種当りの総使用量が50m3未
満の場合は1工種1回以上の試験、またはレ
ディーミクストコンクリート工場の品質証明書
等のみとすることができる。

※小規模工種とは、以下の工種を除く工種とす
る。（橋台、橋脚、杭類（場所打杭、井筒基礎
等）、橋梁上部工（桁、床版、高欄等）、擁壁
工（高さ1m以上）、函渠工、樋門、樋管、水
門、水路（内幅2.0m以上）、護岸、ダム及び
堰、トンネル、舗装、その他これらに類する工
種及び特記仕様書で指定された工種）

○

製造（ＪＩＳ
マーク表示さ
れたレディミ
クストコンク
リートを使用
する場合は除
く）

その他 ミキサの練混ぜ性能試
験

バッチミキサの場合：
　JIS A 1119
　JIS A 8603-1
　JIS A 8603-2

コンクリートの練混ぜ量
公称容量の場合：
　コンクリート内のモルタル量の偏差：
0.8％以下
　コンクリート内の粗骨材量の偏差率：
5％以下
　圧縮強度の偏差率：7.5％以下
　コンクリート内空気量の偏差率：10％以
下
　コンシステンシー(スランプ)の偏差率：
15％以下

工事開始前及び工事中１回以上／12か
月。

・小規模工種※で1工種当りの総使用量が50m3未
満の場合は1工種1回以上の試験、またはレ
ディーミクストコンクリート工場の品質証明書
等のみとすることができる。

※小規模工種とは、以下の工種を除く工種とす
る。（橋台、橋脚、杭類（場所打杭、井筒基礎
等）、橋梁上部工（桁、床版、高欄等）、擁壁
工（高さ1m以上）、函渠工、樋門、樋管、水
門、水路（内幅2.0m以上）、護岸、ダム及び
堰、トンネル、舗装、その他これらに類する工
種及び特記仕様書で指定された工種）

○

諸基準類の
改定にとも
なう

　 連続ミキサの場合：
土木学会規準JSCE-I
502-2013

コンクリート中のモルタル単位容積質量
差：0.8％以下
コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％
以下
圧縮強度差：7.5％以下
空気量差：1％以下
スランプ差：3㎝以下

○

　 連続ミキサの場合：
土木学会規準JSCE-I
502-2013

コンクリート中のモルタル単位容積質量
差：0.8％以下
コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％
以下
圧縮強度差：7.5％以下
空気量差：1％以下
スランプ差：3㎝以下

○

諸基準類の
改定にとも
なう

施工 その他 塩化物総量規制 「コンクリートの耐久
性向上」仕様書

原則0.3㎏／m3以下 コンクリートの打設が午前と午後にまた
がる場合は、午前に１回コンクリート打
設前に行い、その試験結果が塩化物総量
の規制値の1／2以下の場合は、午後の試
験を省略することができる。（１試験の
測定回数は3回とする）試験の判定は3回
の測定値の平均値。

・小規模工種※で1工種当りの総使用量が50m3未
満の場合は1工種1回以上の試験、またはレ
ディーミクストコンクリート工場の品質証明書
等のみとすることができる。1工種当たりの総使
用量が50m3以上の場合は、50m3ごとに1回の試験
を行う。
・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化
物イオン含有率試験方法」（JSCEC502-
2018,503-2018）または設計図書の規定により行
う。
・用心鉄筋等を有さない無筋構造物の場合は省
略できる。
※小規模工種とは、以下の工種を除く工種とす
る。（橋台、橋脚、杭類（場所打杭、井筒基礎
等）、橋梁上部工（桁、床版、高欄等）、擁壁
工（高さ1m以上）、函渠工、樋門、樋管、水
門、水路（内幅2.0m以上）、護岸、ダム及び
堰、トンネル、舗装、その他これらに類する工
種及び特記仕様書で指定された工種）

施工 その他 塩化物総量規制 「コンクリートの耐久
性向上」仕様書

原則0.3㎏／m3以下 コンクリートの打設が午前と午後にまた
がる場合は、午前に１回コンクリート打
設前に行い、その試験結果が塩化物総量
の規制値の1／2以下の場合は、午後の試
験を省略することができる。（１試験の
測定回数は3回とする）試験の判定は3回
の測定値の平均値。

・小規模工種※で1工種当りの総使用量が50m3未
満の場合は1工種1回以上の試験、またはレ
ディーミクストコンクリート工場の品質証明書
等のみとすることができる。1工種当たりの総使
用量が50m3以上の場合は、50m3ごとに1回の試験
を行う。
・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化
物イオン含有率試験方法」（JSCEC502-
2023,503-2023）または設計図書の規定により行
う。
・用心鉄筋等を有さない無筋構造物の場合は省
略できる。

※小規模工種とは、以下の工種を除く工種とす
る。（橋台、橋脚、杭類（場所打杭、井筒基礎
等）、橋梁上部工（桁、床版、高欄等）、擁壁
工（高さ1m以上）、函渠工、樋門、樋管、水
門、水路（内幅2.0m以上）、護岸、ダム及び
堰、トンネル、舗装、その他これらに類する工
種及び特記仕様書で指定された工種）

JSCE改定

必須 コンクリートの圧縮強
度試験

JIS A 1107
JIS A 1108
土木学会規準
JSCE-F561-2013

3本の強度の平均値が材令28日で設計強度
以上とする。

吹付1日につき1回行う。
なお、テストピースは現場に配置された
型枠に工事で使用するのと同じコンク
リート（モルタル）を吹付け、現場で28
日養生し、直径50㎜のコアを切取り
キャッピングを行う。原則として1回に3
本とする。

・小規模工種※で1工種当りの総使用量が50m3未
満の場合は1工種1回以上の試験、またはレ
ディーミクストコンクリート工場の品質証明書
等のみとすることができる。１工種当たりの総
使用量が50m3以上の場合は、50m3ごとに１回の
試験を行う。
※小規模工種については、塩化物総量規制の項
目を参照

必須 コンクリートの圧縮強
度試験

JIS A 1107
JIS A 1108
土木学会規準
JSCE-F561-2023

3本の強度の平均値が材令28日で設計強度
以上とする。

吹付1日につき1回行う。
なお、テストピースは現場に配置された
型枠に工事で使用するのと同じコンク
リート（モルタル）を吹付け、現場で28
日養生し、直径50㎜のコアを切取り
キャッピングを行う。原則として1回に3
本とする。

・小規模工種※で1工種当りの総使用量が50m3未
満の場合は1工種1回以上の試験、またはレ
ディーミクストコンクリート工場の品質証明書
等のみとすることができる。１工種当たりの総
使用量が50m3以上の場合は、50m3ごとに１回の
試験を行う。

※小規模工種については、塩化物総量規制の項
目を参照

JSCE改定

砂の有機不純物試験 JIS A 1105 標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強
度が90％以上の場合は使用できる。

工事開始前、工事中１回／年以上及び産
地が変わった場合。

・濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む
細骨材のモルタル圧縮強度による試験方法」に
よる。

○

砂の有機不純物試験 JIS A 1105 標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強
度が90％以上の場合は使用できる。

工事開始前、工事中１回以上／12か月及
び産地が変わった場合。

・濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む
細骨材のモルタル圧縮強度による試験方法」に
よる。

○

諸基準類の
改定にとも
なう

硫酸ナトリウムによる
骨材の安定性試験

JIS A 1122
JIS A 5005

細骨材：10％以下
粗骨材：12％以下

砂、砂利：工事開始前、工事中１回／
6ヶ月以上及び産地が変わった場合。
砕砂、砕石：工事開始前、工事中１回／
年以上及び産地が変わった場合。

寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。

○

硫酸ナトリウムによる
骨材の安定性試験

JIS A 1122
JIS A 5005

細骨材：10％以下
粗骨材：12％以下

砂、砂利：工事開始前、工事中１回以上
／12か月及び産地が変わった場合。
砕砂、砕石：工事開始前、工事中１回以
上／12か月及び産地が変わった場合。

寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。

○

諸基準類の
改定にとも
なう

練混ぜ水の水質試験 上水道水及び上水道水
以外の水の場合：
JIS A 5308付属書C

懸濁物質の量：2g／L以下
溶解性蒸発残留物の量：1g／L以下
塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始発は30分以
内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で
90％以上

工事開始前及び工事中１回／年以上及び
水質が変わった場合。

上水道を使用している場合は試験に換え、上水
道を使用していることを示す資料による確認を
行う。

○

練混ぜ水の水質試験 上水道水及び上水道水
以外の水の場合：
JIS A 5308付属書JC

懸濁物質の量：2g／L以下
溶解性蒸発残留物の量：1g／L以下
塩化物イオン量：200㎎/L以下
セメントの凝結時間の差：始発は30分以
内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で
90％以上

工事開始前及び工事中１回以上／12か月
及び水質が変わった場合。

上水道を使用している場合は試験に換え、上水
道を使用していることを示す資料による確認を
行う。

○

JIS改定
諸基準の表
記に合わせ
る

　 回収水の場合：
JIS A 5308附属書C

塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始発は30分以
内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で
90％以上

工事開始前、工事中１回／年以上及び水
質が変わった場合。
スラッジ水の濃度は１回／日

・その原水は上水道水及び上水道水以外の水の
規定に適合するものとする。

○

　 回収水の場合：
JIS A 5308附属書JC

塩化物イオン量：200㎎/L以下
セメントの凝結時間の差：始発は30分以
内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で
90％以上

工事開始前、工事中１回以上／12か月及
び水質が変わった場合。
スラッジ水の濃度は１回／日

・その原水は上水道水及び上水道水以外の水の
規定に適合するものとする。

○

JIS改定
諸基準の表
記に合わせ
る

製造（ＪＩＳ
マーク表示さ
れたレディミ
クストコンク
リートを使用
する場合は除
く）

その他 バッチミキサの場合：
　JIS A 1119
　JIS A 8603-1
　JIS A 8603ｰ2

コンクリートの練混ぜ量
公称容量の場合
　コンクリート内のモルタル量の偏差率：
0.8％以下
　コンクリート内の粗骨材量の偏差率：
5％以下
　圧縮強度の偏差率：7.5％以下
　コンクリート内空気量の偏差率：10％以
下
　コンシステンシー(スランプ)の偏差率：
15％以下

工事開始前及び工事中１回／年以上。 ・小規模工種※で1工種当りの総使用量が50m3未
満の場合は1工種1回以上の試験、またはレ
ディーミクストコンクリート工場の品質証明書
等のみとすることができる。

※小規模工種とは、以下の工種を除く工種とす
る。（橋台、橋脚、杭類（場所打杭、井筒基礎
等）、橋梁上部工（桁、床版、高欄等）、擁壁
工（高さ1m以上）、函渠工、樋門、樋管、水
門、水路（内幅2.0m以上）、護岸、ダム及び
堰、トンネル、舗装、その他これらに類する工
種及び特記仕様書で指定された工種）

○

製造（ＪＩＳ
マーク表示さ
れたレディミ
クストコンク
リートを使用
する場合は除
く）

その他 ミキサの練混ぜ性能試
験

バッチミキサの場合：
　JIS A 1119
　JIS A 8603-1
　JIS A 8603ｰ2

コンクリートの練混ぜ量
公称容量の場合
　コンクリート内のモルタル量の偏差率：
0.8％以下
　コンクリート内の粗骨材量の偏差率：
5％以下
　圧縮強度の偏差率：7.5％以下
　コンクリート内空気量の偏差率：10％以
下
　コンシステンシー(スランプ)の偏差率：
15％以下

工事開始前及び工事中１回以上／12か
月。

・小規模工種※で1工種当りの総使用量が50m3未
満の場合は1工種1回以上の試験、またはレ
ディーミクストコンクリート工場の品質証明書
等のみとすることができる。

※小規模工種とは、以下の工種を除く工種とす
る。（橋台、橋脚、杭類（場所打杭、井筒基礎
等）、橋梁上部工（桁、床版、高欄等）、擁壁
工（高さ1m以上）、函渠工、樋門、樋管、水
門、水路（内幅2.0m以上）、護岸、ダム及び
堰、トンネル、舗装、その他これらに類する工
種及び特記仕様書で指定された工種）

○

諸基準類の
改定にとも
なう

連続ミキサの場合：
土木学会規準JSCE-I
502-2013

コンクリート中のモルタル単位容積質量
差：0.8％以下
コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％
以下
圧縮強度差：7.5％以下
空気量差：1％以下
スランプ差：3㎝以下

○

連続ミキサの場合：
土木学会規準JSCE-I
502-2013

コンクリート中のモルタル単位容積質量
差：0.8％以下
コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％
以下
圧縮強度差：7.5％以下
空気量差：1％以下
スランプ差：3㎝以下

○

諸基準類の
改定にとも
なう

施工 必須 コンクリートの圧縮強
度試験

JIS A 1107
JIS A 1108

土木学会規準
JSCE-F561-2013

設計図書による 1回6本　吹付1日につき1回行う。
なお、テストピースは現場に配置された
型枠に工事で使用するのと同じコンク
リート（モルタル）を吹付け、現場で7
日間及び28日間放置後、φ5㎝のコアを
切り取りキャッピングを行う。1回に6個
（σ7…3個、σ28…3個、）とする。

・参考値：18N／mm2以上（材令28日）

・小規模工種※で1工種当りの総使用量が50m3未
満の場合は1工種1回以上の試験、またはレ
ディーミクストコンクリート工場の品質証明書
等のみとすることができる。１工種当たりの総
使用量が50m3以上の場合は、50m3ごとに1回の試
験を行う。
※小規模工種については、スランプ試験の項目
を参照

施工 必須 コンクリートの圧縮強
度試験

JIS A 1107
JIS A 1108

土木学会規準
JSCE-F561-2023

設計図書による 1回6本　吹付1日につき1回行う。
なお、テストピースは現場に配置された
型枠に工事で使用するのと同じコンク
リート（モルタル）を吹付け、現場で7
日間及び28日間放置後、φ5㎝のコアを
切り取りキャッピングを行う。1回に6個
（σ7…3個、σ28…3個、）とする。

・参考値：18N／mm2以上（材令28日）

・小規模工種※で1工種当りの総使用量が50m3未
満の場合は1工種1回以上の試験、またはレ
ディーミクストコンクリート工場の品質証明書
等のみとすることができる。１工種当たりの総
使用量が50m3以上の場合は、50m3ごとに1回の試
験を行う。

※小規模工種については、スランプ試験の項目

JSCE基準改
定

その他 塩化物総量規制 「コンクリートの耐久
性向上」仕様書

原則0.3㎏／m3以下 コンクリートの打設が午前と午後にまた
がる場合は、午前に１回コンクリート打
設前に行い、その試験結果が塩化物総量
の規制値の1／2以下の場合は、午後の試
験を省略することができる。（１試験の
測定回数は３回）試験の判定は３回の測
定値の平均値。

・小規模工種※で1工種当りの総使用量が50m3未
満の場合は1工種1回以上の試験、またはレ
ディーミクストコンクリート工場の品質証明書
等のみとすることができる。1工種当たりの総使
用量が50m3以上の場合は、50m3ごとに1回の試験
を行う。
・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化
物イオン含有率試験方法」（JSCEC502-
2018,503-2018）または設計図書の規定により行
う。
※小規模工種については、スランプ試験の項目
を参照

その他 塩化物総量規制 「コンクリートの耐久
性向上」仕様書

原則0.3㎏／m3以下 コンクリートの打設が午前と午後にまた
がる場合は、午前に１回コンクリート打
設前に行い、その試験結果が塩化物総量
の規制値の1／2以下の場合は、午後の試
験を省略することができる。（１試験の
測定回数は３回）試験の判定は３回の測
定値の平均値。

・小規模工種※で1工種当りの総使用量が50m3未
満の場合は1工種1回以上の試験、またはレ
ディーミクストコンクリート工場の品質証明書
等のみとすることができる。1工種当たりの総使
用量が50m3以上の場合は、50m3ごとに1回の試験
を行う。
・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化
物イオン含有率試験方法」（JSCEC502-
2023,503-2023）または設計図書の規定により行
う。

※小規模工種については、スランプ試験の項目

JSCE基準改
定

19　吹付工 材料 その他　（Ｊ
ＩＳマーク表
示されたレ
ディミクスト
コンクリート
を使用する場
合は除く）

19　吹付工 材料 その他　（Ｊ
ＩＳマーク表
示されたレ
ディミクスト
コンクリート
を使用する場
合は除く）

20　現場吹付
法枠工

材料 その他（ＪＩ
Ｓマーク表示
されたレディ
ミクストコン
クリートを使
用する場合は
除く）

20　現場吹付
法枠工

材料 その他（ＪＩ
Ｓマーク表示
されたレディ
ミクストコン
クリートを使
用する場合は
除く）

ミキサの練混ぜ性能試
験
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現行（令和６年１月適用版） 改定案（令和７年2月20日適用版）
改定理由

工　種 種別 試験
区分

試験項目 試験方法 規格値 試験時期・頻度 摘　　要
試験成績表
等による確

工　種 種別 試験
区分

試験項目 試験方法 規格値 試験時期・頻度 摘　　要
試験成績表
等による確

21　河川土工 施工 必須 現場密度の測定※右記
試験方法（3種類）の
いず
れかを実施する。

または、「RI計器を用
いた盛土の締固め管理
要領（案）」による。

1管理単位の現場乾燥密度の平均値が最大
乾燥度密度の92％以上。
ただし、上記により難い場合は、飽和度ま
たは空気間隙率の規定によることができ
る。
【砂質土（25％≦75μmふるい通過分＜
50％）】
空気間隙率VaがVa≦15％
【粘性土（50％≦75μmふるい通過分）】
飽和度Srが85％≦Sr≦95％または空気間隙
率Vaが2％≦Va≦10％
または、設計図書による。

盛土を管理する単位(以下｢管理単位｣)に
分割して管理単位ごとに管理を行うもの
とする。
築堤は、1日の1層あたりの施工面積を基
準とする。管理単位の面積は1,500m2を
標準とし、1日の施工面積が2,000m2以上
の場合、その施工面積を2管理単位以上
に分割するものとする。
1管理単位あたりの測定点数の目安を以
下に示す。
・500m2未満：5点
・500m2以上1000m2未満：10点
・1000m2以上2000m2未満：15点

・最大粒径＜100㎜の場合に適用する。
・左記の規格値を満たしていても、規格値を著
しく下回っている点が存在した場合は、監督員
と協議の上で、（再）転圧を行うものとする。

21　河川土工 施工 その他 現場密度の測定※右記
試験方法（3種類）の
いず
れかを実施する。

または、「RI計器を用
いた盛土の締固め管理
要領（案）」による。

1管理単位の現場乾燥密度の平均値が最大
乾乾燥密度の92％以上。
ただし、上記により難い場合は、飽和度ま
たは空気間隙率の規定によることができ
る。
【砂質土（25％≦75μmふるい通過分＜
50％）】
空気間隙率VaがVa≦15％
【粘性土（50％≦75μmふるい通過分）】
飽和度Srが85％≦Sr≦95％または空気間隙
率Vaが2％≦Va≦10％
または、設計図書による。

盛土を管理する単位(以下｢管理単位｣)に
分割して管理単位ごとに管理を行うもの
とする。
築堤は、1日の1層あたりの施工面積を基
準とする。管理単位の面積は1,500m2を
標準とし、1日の施工面積が2,000m2以上
の場合、その施工面積を2管理単位以上
に分割するものとする。
1管理単位あたりの測定点数の目安を以
下に示す。
・500m2未満：5点
・500m2以上1000m2未満：10点
・1000m2以上2000m2未満：15点

・最大粒径＜100㎜の場合に適用する。
・左記の規格値を満たしていても、規格値を著
しく下回っている点が存在した場合は、監督員
と協議の上で、（再）転圧を行うものとする。

誤字

22　海岸土工 施工 必須 現場密度の測定※右記
試験方法（3種類）の
いず
れかを実施する。

または、「RI計器を用
いた盛土の締固め管理
要領（案）」による。

1管理単位の現場乾燥密度の平均値が最大
乾燥度密度の90％以上。
または、設計図書による。

盛土を管理する単位(以下｢管理単位｣)に
分割して管理単位ごとに管理を行うもの
とする。
築堤は、1日の1層あたりの施工面積を基
準とする。管理単位の面積は1,500m2を
標準とし、1日の施工面積が2,000m2以上
の場合、その施工面積を2管理単位以上
に分割するものとする。1管理単位あた
りの測定点数の目安を以下に示す。
・500m2未満：5点
・500m2以上1000m2未満：10点
・1000m2以上2000m2未満：15点

・最大粒径＜100㎜の場合に適用する。
・左記の規格値を満たしていても、規格値を著
しく下回っている点が存在した場合は、監督員
と協議の上で、（再）転圧を行うものとする。

22　海岸土工 施工 その他 現場密度の測定※右記
試験方法（3種類）の
いず
れかを実施する。

または、「RI計器を用
いた盛土の締固め管理
要領（案）」による。

1管理単位の現場乾燥密度の平均値が最大
乾燥密度の90％以上。
または、設計図書による。

盛土を管理する単位(以下｢管理単位｣)に
分割して管理単位ごとに管理を行うもの
とする。
築堤は、1日の1層あたりの施工面積を基
準とする。管理単位の面積は1,500m2を
標準とし、1日の施工面積が2,000m2以上
の場合、その施工面積を2管理単位以上
に分割するものとする。1管理単位あた
りの測定点数の目安を以下に示す。
・500m2未満：5点
・500m2以上1000m2未満：10点
・1000m2以上2000m2未満：15点

・最大粒径＜100㎜の場合に適用する。
・左記の規格値を満たしていても、規格値を著
しく下回っている点が存在した場合は、監督員
と協議の上で、（再）転圧を行うものとする。

誤字

23　砂防工 施工 必須 現場密度の測定※右記
試験方法（3種類）の
いず
れかを実施する。

または、「RI計器を用
いた盛土の締固め管理
要領（案）」による。

1管理単位の現場乾燥密度の平均値が最大
乾燥度密度の92％以上。
ただし、上記により難い場合は、飽和度ま
たは空気間隙率の規定によることができ
る。
【砂質土（25％≦75μmふるい通過分＜
50％）】
空気間隙率VaがVa≦15％
【粘性土（50％≦75μmふるい通過分）】
飽和度Srが85％≦Sr≦95%または空気間隙
率Vaが2％≦Va≦10％
または、設計図書による。

盛土を管理する単位(以下｢管理単位｣)に
分割して管理単位ごとに管理を行うもの
とする。
築堤は、1日の1層あたりの施工面積を基
準とする。管理単位の面積は1,500m2を
標準とし、1日の施工面積が2,000m2以上
の場
合、その施工面積を2管理単位以上に分
割するものとする。1管理単位あたりの
測定点数の目安を以下に示す。
・500m2未満：5点
・500m2以上1000m2未満：10点
・1000m2以上2000m2未満：15点

・最大粒径＜100㎜の場合に適用する。
・左記の規格値を満たしていても、規格値を著
しく下回っている点が存在した場合は、監督員
と協議の上で、（再）転圧を行うものとする。

23　砂防工 施工 その他 現場密度の測定※右記
試験方法（3種類）の
いず
れかを実施する。

または、「RI計器を用
いた盛土の締固め管理
要領（案）」による。

1管理単位の現場乾燥密度の平均値が最大
乾燥密度の92％以上。
ただし、上記により難い場合は、飽和度ま
たは空気間隙率の規定によることができ
る。
【砂質土（25％≦75μmふるい通過分＜
50％）】
空気間隙率VaがVa≦15％
【粘性土（50％≦75μmふるい通過分）】
飽和度Srが85％≦Sr≦95%または空気間隙
率Vaが2％≦Va≦10％
または、設計図書による。

盛土を管理する単位(以下｢管理単位｣)に
分割して管理単位ごとに管理を行うもの
とする。
築堤は、1日の1層あたりの施工面積を基
準とする。管理単位の面積は1,500m2を
標準とし、1日の施工面積が2,000m2以上
の場
合、その施工面積を2管理単位以上に分
割するものとする。1管理単位あたりの
測定点数の目安を以下に示す。
・500m2未満：5点
・500m2以上1000m2未満：10点
・1000m2以上2000m2未満：15点

・最大粒径＜100㎜の場合に適用する。
・左記の規格値を満たしていても、規格値を著
しく下回っている点が存在した場合は、監督員
と協議の上で、（再）転圧を行うものとする。

誤字

24　道路土工 施工 必須 現場密度の測定
※右記試験方法（3種
類）のいずれかを実施
する。

または、
「RI計器を用いた盛土
の締固め管理要領
（案）」

【砂質土】
・路体：次の密度への締固めが可能な範囲
の含水比において、1管理単位の現場乾燥
密度の平均値が最大乾燥度密度の92％以上
（締固め試験（JIS A 1210）A・B法）。
・路床及び構造物取付け部：次の密度への
締固めが可能な範囲の含水比において、1
管理単位の現場乾燥密度の平均値が最大乾
燥度密度の97％以上（締固め試験（JIS A
1210）A・B法）もしくは92％以上（締固め
試験（JIS A 1210）C・D・E法）。

【粘性土】
・路体、路床及び構造物取付け部：自然含
水比またはトラフィカビリティが確保でき
る含水比において、1管理単位の現場空気
間隙率の平均値が8％以下。
ただし、締固め管理が可能な場合は、砂質
土の基準を適用することができる。

または、設計図書による。

盛土を管理する単位(以下｢管理単位｣)に
分割して管理単位ごとに管理を行うもの
とする。
路体・路床とも、1日の1層あたりの施工
面積を基準とする。管理単位の面積は
1,500m2を標準とし、1日の施工面積が
2,000m2以上の場合、その施工面積を2管
理単位以上に分割するものとする。1管
理単位あたりの測定点数の目安を以下に
示す。
・500m2未満：5点
・500m2以上1000m2未満：10点
・1000m2以上2000m2未満：15点

・最大粒径＜100㎜の場合に適用する。
・左記の規格値を満たしていても、規格値を著
しく下回っている点が存在した場合は、監督員
と協議の上で、（再）転圧を行うものとする。

　

24　道路土工 施工 必須 現場密度の測定
※右記試験方法（3種
類）のいずれかを実施
する。

または、
「RI計器を用いた盛土
の締固め管理要領
（案）」

【砂質土】
・路体：次の密度への締固めが可能な範囲
の含水比において、1管理単位の現場乾燥
密度の平均値が最大乾燥密度の92％以上
（締固め試験（JIS A 1210）A・B法）。
・路床及び構造物取付け部：次の密度への
締固めが可能な範囲の含水比において、1
管理単位の現場乾燥密度の平均値が最大乾
燥度密度の97％以上（締固め試験（JIS A
1210）A・B法）もしくは92％以上（締固め
試験（JIS A 1210）C・D・E法）。

【粘性土】
・路体、路床及び構造物取付け部：自然含
水比またはトラフィカビリティが確保でき
る含水比において、1管理単位の現場空気
間隙率の平均値が8％以下。
ただし、締固め管理が可能な場合は、砂質
土の基準を適用することができる。

または、設計図書による。

盛土を管理する単位(以下｢管理単位｣)に
分割して管理単位ごとに管理を行うもの
とする。
路体・路床とも、1日の1層あたりの施工
面積を基準とする。管理単位の面積は
1,500m2を標準とし、1日の施工面積が
2,000m2以上の場合、その施工面積を2管
理単位以上に分割するものとする。1管
理単位あたりの測定点数の目安を以下に
示す。
・500m2未満：5点
・500m2以上1000m2未満：10点
・1000m2以上2000m2未満：15点

・最大粒径＜100㎜の場合に適用する。
・左記の規格値を満たしていても、規格値を著
しく下回っている点が存在した場合は、監督員
と協議の上で、（再）転圧を行うものとする。

　

誤字

骨材の密度及び吸水率
試験

JIS A 1109
JIS A 1110
JIS A 5005
JIS A 5011-1～5
JIS A 5021

絶乾密度：2.5以上
吸水率：[2013年制定]コンクリート標準示
方書ダムコンクリート編による。

工事開始前、工事中１回／月以上及び産
地が変わった場合。

JIS A 5005（コンクリート用砕砂及び砕石）
JIS A 5011-1（コンクリート用スラグ骨材－第
１部：高炉スラグ骨材）
JIS A 5011-2（骨材コンクリート用スラグ骨材
－第２部：フェロニッケルスラグ骨材）
JIS A 5011-3（コンクリート用スラグ骨材－第
３部：銅スラグ骨材）
JIS A 5011-4（骨材コンクリート用スラグ骨材
－第４部：電気炉酸化スラグ骨材）
JIS A 5011-5（コンクリート用スラグ骨材－第5
部：石炭ガス化スラグ骨材）
JIS A 5021(ｺﾝｸﾘｰﾄ用再生骨材H)

○

その他 骨材の密度及び吸水率
試験

JIS A 1109
JIS A 1110
JIS A 5005
JIS A 5011-1～5
JIS A 5021

絶乾密度：2.5以上
吸水率：[2023年制定]コンクリート標準示
方書ダムコンクリート編による。

工事開始前、工事中１回／月及び産地が
変わった場合。

JIS A 5005（コンクリート用砕砂及び砕石）
JIS A 5011-1（コンクリート用スラグ骨材－第
１部：高炉スラグ骨材）
JIS A 5011-2（骨材コンクリート用スラグ骨材
－第２部：フェロニッケルスラグ骨材）
JIS A 5011-3（コンクリート用スラグ骨材－第
３部：銅スラグ骨材）
JIS A 5011-4（骨材コンクリート用スラグ骨材
－第４部：電気炉酸化スラグ骨材）
JIS A 5011-5（コンクリート用スラグ骨材－第5
部：石炭ガス化スラグ骨材）
JIS A 5021(ｺﾝｸﾘｰﾄ用再生骨材H)

○

発行に伴う
変更

砂の有機不純物試験 JIS A 1105 標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強
度が90％以上の場合は使用できる。

工事開始前、工事中１回／年以上及び産
地が変わった場合。

・濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む
細骨材のモルタル圧縮強度による試験方法」に
よる。

○
砂の有機不純物試験 JIS A 1105 標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強

度が90％以上の場合は使用できる。
工事開始前、工事中１回以上／12か月及
び産地が変わった場合。

・濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む
細骨材のモルタル圧縮強度による試験方法」に
よる。

○
諸基準類の
改定にとも
なう

硫酸ナトリウムによる
骨材の安定性試験

JIS A 1122 細骨材：10％以下
粗骨材：12％以下

砂、砂利：工事開始前、工事中1回／6ヶ
月以上及び産地が変わった場合。砕砂、
砕石：工事開始前、工事中1回／年以上
及び産地が変わった場合。

寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。

○

硫酸ナトリウムによる
骨材の安定性試験

JIS A 1122 細骨材：10％以下
粗骨材：12％以下

砂、砂利：工事開始前、工事中1回以上
／12か月及び産地が変わった場合。砕
砂、砕石：工事開始前、工事中1回以上
／12か月及び産地が変わった場合。

寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。

○

諸基準類の
改定にとも
なう

粗骨材のすりへり試験 JIS A 1121 40％以下 工事開始前、工事中1回／年以上及び産
地が変わった場合。

　
○

粗骨材のすりへり試験 JIS A 1121 40％以下 工事開始前、工事中1回以上／12か月及
び産地が変わった場合。

　
○

諸基準類の
改定にとも
なう

練混ぜ水の水質試験 上水道水及び上水道水
以外の水の場合：
JIS A 5308付属書C

懸濁物質の量：2g/L以下
溶解性蒸発残留物の量：1g/L以下
塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始発は30分以
内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で
90％以上

工事開始前及び工事中１回/年以上及び
水質が変わった場合。

上水道を使用している場合は試験に換え、上水
道を使用していることを示す資料による確認を
行う。

○

練混ぜ水の水質試験 上水道水及び上水道水
以外の水の場合：
JIS A 5308付属書JC

懸濁物質の量：2g/L以下
溶解性蒸発残留物の量：1g/L以下
塩化物イオン量：200㎎/L以下
セメントの凝結時間の差：始発は30分以
内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で
90％以上

工事開始前及び工事中１回以上／12か月
及び水質が変わった場合。

上水道を使用している場合は試験に換え、上水
道を使用していることを示す資料による確認を
行う。

○

JIS改定
諸基準の表
記に合わせ
る

　 回収水の場合：
JIS A 5308附属書C

塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始発は30分以
内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で
90％以上

工事開始前、工事中１回／年以上及び水
質が変わった場合。
スラッジ水の濃度は１回／日

・その原水は上水道水及び上水道水以外の水の
規定に適合するものとする。

○

　 回収水の場合：
JIS A 5308附属書JC

塩化物イオン量：200㎎/L以下
セメントの凝結時間の差：始発は30分以
内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で
90％以上

工事開始前、工事中１回以上／12か月及
び水質が変わった場合。
スラッジ水の濃度は１回／日

・その原水は上水道水及び上水道水以外の水の
規定に適合するものとする。

○

JIS改定
諸基準の表
記に合わせ
る

ミキサの練混ぜ性能試
験

バッチミキサの場合：
　JIS A 1119
　JIS A 8603-1
　JIS A 8603-2

コンクリートの練混ぜ量
公称容量の場合
　コンクリート内のモルタル量の偏差率：
0.8％以下
　コンクリート内の粗骨材量の偏差率 ：
5％以下
　圧縮強度の偏差率：7.5％以下
　コンクリート内空気量の偏差率：10％以
下
　コンシステンシー（スランプ）の偏差
率：15％以下

工事開始前及び工事中１回／年以上。

○

製造(プラン
ト）（ＪＩＳ
マーク表示さ
れたレディミ
クストコンク
リートを使用
する場合は除
く）

ミキサの練混ぜ性能試
験

バッチミキサの場合：
　JIS A 1119
　JIS A 8603-1
　JIS A 8603-2

コンクリートの練混ぜ量
公称容量の場合
　コンクリート内のモルタル量の偏差率：
0.8％以下
　コンクリート内の粗骨材量の偏差率 ：
5％以下
　圧縮強度の偏差率：7.5％以下
　コンクリート内空気量の偏差率：10％以
下
　コンシステンシー（スランプ）の偏差
率：15％以下

工事開始前及び工事中１回以上／12か
月。

○

諸基準類の
改定にとも
なう

連続ミキサの場合：
土木学会規準JSCE-I
502-2013

コンクリート中のモルタル単位容積質量
差：0.8％以下
コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％
以下
圧縮強度差：7.5％以下
空気量差：1％以下
スランプ差：3㎝以下

工事開始前及び工事中１回／年以上。

○

連続ミキサの場合：
土木学会規準JSCE-I
502-2013

コンクリート中のモルタル単位容積質量
差：0.8％以下
コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％
以下
圧縮強度差：7.5％以下
空気量差：1％以下
スランプ差：3㎝以下

工事開始前及び工事中１回以上／12か
月。

○

諸基準類の
改定にとも
なう

施工 必須 塩化物総量規制 「コンクリートの耐久
性向上」仕様書

原則0.3㎏/m3以下 コンクリートの打設が午前と午後にまた
がる場合は、午前に１回コンクリート打
設前に行い、その試験結果が塩化物総量
の規制値の1／2以下の場合は、午後の試
験を省略することができる。（１試験の
測定回数は3回とする）試験の判定は3回
の測定値の平均値。

・小規模工種※で1工種当りの総使用量が50m3未
満の場合は1工種1回以上の試験、またはレ
ディーミクストコンクリート工場の品質証明書
等のみとすることができる。1工種当たりの総使
用量が50m3以上の場合は、50m3ごとに1回の試験
を行う。
・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化
物イオン含有率試験方法」（JSCEC502-
2018,503-2018）または設計図書の規定により行
う。

※小規模工種とは、以下の工種を除く工種とす
る。（橋台、橋脚、杭類（場所打杭、井筒基礎
等）、橋梁上部工（桁、床版、高欄等）、擁壁
工（高さ1m以上）、函渠工、樋門、樋管、水
門、水路（内幅2.0m以上）、護岸、ダム及び
堰、トンネル、舗装、その他これらに類する工
種及び特記仕様書で指定された工種）

施工 必須 塩化物総量規制 「コンクリートの耐久
性向上」仕様書

原則0.3㎏/m3以下 コンクリートの打設が午前と午後にまた
がる場合は、午前に１回コンクリート打
設前に行い、その試験結果が塩化物総量
の規制値の1／2以下の場合は、午後の試
験を省略することができる。（１試験の
測定回数は3回とする）試験の判定は3回
の測定値の平均値。

・小規模工種※で1工種当りの総使用量が50m3未
満の場合は1工種1回以上の試験、またはレ
ディーミクストコンクリート工場の品質証明書
等のみとすることができる。1工種当たりの総使
用量が50m3以上の場合は、50m3ごとに1回の試験
を行う。
・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化
物イオン含有率試験方法」（JSCEC502-
2023,503-2023）または設計図書の規定により行
う。

※小規模工種とは、以下の工種を除く工種とす
る。（橋台、橋脚、杭類（場所打杭、井筒基礎
等）、橋梁上部工（桁、床版、高欄等）、擁壁
工（高さ1m以上）、函渠工、樋門、樋管、水
門、水路（内幅2.0m以上）、護岸、ダム及び
堰、トンネル、舗装、その他これらに類する工
種及び特記仕様書で指定された工種）

JSCE基準改
定

26　コンク
リートダム

材料（ＪＩＳ
マーク表示さ
れたレディミ
クストコンク
リートを使用
する場合は除
く）

その他 26　コンク
リートダム

材料（ＪＩＳ
マーク表示さ
れたレディミ
クストコンク
リートを使用
する場合は除
く）

製造(プラン
ト）（ＪＩＳ
マーク表示さ
れたレディミ
クストコンク
リートを使用
する場合は除
く）
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現行（令和６年１月適用版） 改定案（令和７年2月20日適用版）
改定理由

工　種 種別 試験
区分

試験項目 試験方法 規格値 試験時期・頻度 摘　　要
試験成績表
等による確

工　種 種別 試験
区分

試験項目 試験方法 規格値 試験時期・頻度 摘　　要
試験成績表
等による確

粗骨材のすりへり試験 JIS A 1121
JIS A 5005

砕石　40%以下
砂利　35%以下

工事開始前、工事中１回／年以上及び産
地が変わった場合。
ただし、砂利の場合は、工事開始前、工
事中1回／月以上及び産地が変わった場
合。

○

27　覆工コン
クリート
(NATM)

その他 粗骨材のすりへり試験 JIS A 1121
JIS A 5005

砕石　40%以下
砂利　35%以下

工事開始前、工事中１回以上／12か月及
び産地が変わった場合。
ただし、砂利の場合は、工事開始前、工
事中1回／月及び産地が変わった場合。

○

諸基準類の
改定にとも
なう

砂の有機不純物試験 JIS A 1105 標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強
度が90%以上の場合は使用できる。

工事開始前、工事中１回／年以上及び産
地が変わった場合。

・濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む
細骨材のモルタル圧縮強度による試験方法」に
よる。

○
砂の有機不純物試験 JIS A 1105 標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強

度が90%以上の場合は使用できる。
工事開始前、工事中１回以上／12か月及
び産地が変わった場合。

・濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む
細骨材のモルタル圧縮強度による試験方法」に
よる。

○
諸基準類の
改定にとも
なう

硫酸ナトリウムによる
骨材の安定性試験

JIS A 1122
JIS A 5005

細骨材：10％以下
粗骨材：12％以下

砂、砂利：工事開始前、工事中１回／
6ヶ月以上及び産地が変わった場合。
砕砂、砕石：工事開始前、工事中１回／
年以上及び産地が変わった場合。

寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。

○

硫酸ナトリウムによる
骨材の安定性試験

JIS A 1122
JIS A 5005

細骨材：10％以下
粗骨材：12％以下

砂、砂利：工事開始前、工事中１回以上
／12か月及び産地が変わった場合。
砕砂、砕石：工事開始前、工事中１回以
上／12か月及び産地が変わった場合。

寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。

○

諸基準類の
改定にとも
なう

練混ぜ水の水質試験 上水道水及び上水道水
以外の水の場合：
JIS A 5308付属書C

懸濁物質の量：2g／L以下
溶解性蒸発残留物の量：1g／L以下
塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始発は30分以
内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で
90％以上

工事開始前及び工事中１回/年以上及び
水質が変わった場合。

上水道を使用している場合は試験に換え、上水
道を使用していることを示す資料による確認を
行う。

○

練混ぜ水の水質試験 上水道水及び上水道水
以外の水の場合：
JIS A 5308付属書JC

懸濁物質の量：2g／L以下
溶解性蒸発残留物の量：1g／L以下
塩化物イオン量：200㎎/L以下
セメントの凝結時間の差：始発は30分以
内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で
90％以上

工事開始前及び工事中１回以上／12か月
及び水質が変わった場合。

上水道を使用している場合は試験に換え、上水
道を使用していることを示す資料による確認を
行う。

○

JIS改定
諸基準の表
記に合わせ
る

回収水の場合：
JIS A 5308附属書C

塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始発は30分以
内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で
90％以上

工事開始前、工事中１回／年以上及び水
質が変わった場合。
スラッジ水の濃度は１回／日

その原水は、上水道水及び上水道水以外の水の
規定に適合するものとする。

○

回収水の場合：
JIS A 5308附属書JC

塩化物イオン量：200㎎/L以下
セメントの凝結時間の差：始発は30分以
内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で
90％以上

工事開始前、工事中１回以上／12か月及
び水質が変わった場合。
スラッジ水の濃度は１回／日

その原水は、上水道水及び上水道水以外の水の
規定に適合するものとする。

○

JIS改定
諸基準の表
記に合わせ
る

材料(プラン
ト）（ＪＩＳ
マーク表示さ
れたレディミ
クストコンク
リートを使用
する場合は除
く）

ミキサの練混ぜ性能試
験

バッチミキサの場合：
　JIS A 1119
　JIS A 8603-1
　JIS A 8603-2

コンクリートの練混ぜ量
公称容量の場合：
　コンクリート内のモルタル量の偏差率：
0.8％以下
　コンクリート内の粗骨材量の偏差率：
5％以下
　圧縮強度の偏差率：7.5％以下
　コンクリート内空気量の偏差率：10％以
下
　コンシステンシー(スランプ)の偏差率：
15％以下

工事開始前及び工事中１回／年以上。

○

材料(プラン
ト）（ＪＩＳ
マーク表示さ
れたレディミ
クストコンク
リートを使用
する場合は除
く）

ミキサの練混ぜ性能試
験

バッチミキサの場合：
　JIS A 1119
　JIS A 8603-1
　JIS A 8603-2

コンクリートの練混ぜ量
公称容量の場合：
　コンクリート内のモルタル量の偏差率：
0.8％以下
　コンクリート内の粗骨材量の偏差率：
5％以下
　圧縮強度の偏差率：7.5％以下
　コンクリート内空気量の偏差率：10％以
下
　コンシステンシー(スランプ)の偏差率：
15％以下

工事開始前及び工事中１回以上／12か
月。

○

諸基準類の
改定にとも
なう

　 連続ミキサの場合：
土木学会規準JSCE-I
502-293

コンクリート中のモルタル単位容積質量
差：0.8％以下
コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％
以下
圧縮強度差：7.5％以下
空気量差：1％以下
スランプ差：3㎝以下

工事開始前及び工事中１回／年以上。

○

　 連続ミキサの場合：
土木学会規準JSCE-I
502-293

コンクリート中のモルタル単位容積質量
差：0.8％以下
コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％
以下
圧縮強度差：7.5％以下
空気量差：1％以下
スランプ差：3㎝以下

工事開始前及び工事中１回以上／12か
月。

○

諸基準類の
改定にとも
なう

コンクリートの圧縮強
度試験

JIS A 1108 1回の試験結果は指定した呼び強度の85％
以上であること。
3回の試験結果の平均値は、指定した呼び
強度以上であること。
（1回の試験結果は、3個の供試体の試験値
の平均値）

・荷卸し時
1回／日以上、構造物の重要度と工事の
規模に応じて20m3～150m3ごとに1回、及
び荷卸し時に品質変化が認められた時。
なお、テストピースは打設場所で採取
し、1回につき6個（σ7･･･3個、σ28･･･
3個）とする。

施工 必須 コンクリートの圧縮強
度試験

JIS A 1108 1回の試験結果は指定した呼び強度の85％
以上であること。
3回の試験結果の平均値は、指定した呼び
強度以上であること。
（1回の試験結果は、3個の供試体の試験値
の平均値）

・荷卸し時または、工場出荷時に運搬車
から採取した試料
1回／日以上、構造物の重要度と工事の
規模に応じて20m3～150m3ごとに1回、及
び荷卸し時に品質変化が認められた時。
なお、テストピースは打設場所で採取
し、1回につき6個（σ7･･･3個、σ28･･･
3個）とする。

JIS改正

塩化物総量規制 「コンクリートの耐久
性向上」仕様書

原則0.3㎏／m3以下 コンクリートの打設が午前と午後にまた
がる場合は、午前に１回コンクリート打
設前に行い、その試験結果が塩化物総量
の規制値の1／2以下の場合は、午後の試
験を省略することができる。（１試験の
測定回数は3回とする）試験の判定は3回
の測定値の平均値以上。

・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化
物イオン含有率試験方法」（JSCEC502-
2018,503-2018）または設計図書の規定により行
う。

塩化物総量規制 「コンクリートの耐久
性向上」仕様書

原則0.3㎏／m3以下 コンクリートの打設が午前と午後にまた
がる場合は、午前に１回コンクリート打
設前に行い、その試験結果が塩化物総量
の規制値の1／2以下の場合は、午後の試
験を省略することができる。（１試験の
測定回数は3回とする）試験の判定は3回
の測定値の平均値以上。

・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化
物イオン含有率試験方法」（JSCEC502-
2023,503-2023）または設計図書の規定により行
う。

JSCE基準改
定

空気量測定 JIS A 1116
JIS A 1118
JIS A 1128

±1.5％（許容差） ・荷卸し時
1回／日または構造物の重要度と工事の
規模に応じて20m3～150m3ごとに1回、及
び荷卸し時に品質変化が認められた時。

　 空気量測定 JIS A 1116
JIS A 1118
JIS A 1128

±1.5％（許容差） ・荷卸し時
1回／日または構造物の重要度と工事の
規模に応じて20m3～150m3ごとに1回、及
び荷卸し時に品質変化が認められた時。

　 JSCE基準改
定

その他（ＪＩ
Ｓマーク表示
されたレディ
ミクストコン
クリートを使
用する場合は
除く）

練混ぜ水の水質試験 上水道水及び上水道水
以外の水の場合：
JIS A 5308付属書C

懸濁物質の量：2g／L以下
溶解性蒸発残留物の量：1g／L以下
塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始発は30分以
内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で
90％以上

工事開始前及び工事中１回／年以上及び
水質が変わった場合。

上水道を使用している場合は試験に換え、上水
道を使用していることを示す資料による確認を
行う。

○

その他（ＪＩ
Ｓマーク表示
されたレディ
ミクストコン
クリートを使
用する場合は
除く）

練混ぜ水の水質試験 上水道水及び上水道水
以外の水の場合：
JIS A 5308付属書JC

懸濁物質の量：2g／L以下
溶解性蒸発残留物の量：1g／L以下
塩化物イオン量：200㎎/L以下
セメントの凝結時間の差：始発は30分以
内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で
90％以上

工事開始前及び工事中１回以上／12か月
及び水質が変わった場合。

上水道を使用している場合は試験に換え、上水
道を使用していることを示す資料による確認を
行う。

○

JIS改定
諸基準の表
記に合わせ
る

　 回収水の場合：
JIS A 5308附属書C

塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始発は30分以
内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で
90％以上

工事開始前、工事中１回／年以上及び水
質が変わった場合。
スラッジ水の濃度は１回／日

・その原水は上水道水及び上水道水以外の水の
規定に適合するものとする。

○

　 回収水の場合：
JIS A 5308附属書JC

塩化物イオン量：200㎎/L以下
セメントの凝結時間の差：始発は30分以
内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で
90％以上

工事開始前、工事中１回以上／12か月及
び水質が変わった場合。
スラッジ水の濃度は１回／日

・その原水は上水道水及び上水道水以外の水の
規定に適合するものとする。

○

JIS改定
諸基準の表
記に合わせ
る

ミキサの練混ぜ性能試
験

バッチミキサの場合：
　JIS A 1119
　JIS A 8603-1
　JIS A 8603-2

コンクリートの練混ぜ量
公称容量の場合
　コンクリート内のモルタル量の偏差率：
0.8％以下
　コンクリート内の粗骨材量の偏差率：
5％以下
　圧縮強度の偏差率：7.5％以下
　コンクリート内空気量の偏差率：10％以
下
　コンシステンシー(スランプ)の偏差率：
15％以下

工事開始前及び工事中１回／年以上。

○

製造(プラン
ト）（ＪＩＳ
マーク表示さ
れたレディミ
クストコンク
リートを使用
する場合は除
く）

その他 ミキサの練混ぜ性能試
験

バッチミキサの場合：
　JIS A 1119
　JIS A 8603-1
　JIS A 8603-2

コンクリートの練混ぜ量
公称容量の場合
　コンクリート内のモルタル量の偏差率：
0.8％以下
　コンクリート内の粗骨材量の偏差率：
5％以下
　圧縮強度の偏差率：7.5％以下
　コンクリート内空気量の偏差率：10％以
下
　コンシステンシー(スランプ)の偏差率：
15％以下

工事開始前及び工事中１回以上／12か
月。

○

諸基準類の
改定にとも
なう

連続ミキサの場合：
土木学会規準JSCE-I
502-2013

コンクリート中のモルタル単位容積質量
差：0.8％以下
コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％
以下
圧縮強度差：7.5％以下
空気量差：1％以下
スランプ差：3㎝以下

○

連続ミキサの場合：
土木学会規準JSCE-I
502-2013

コンクリート中のモルタル単位容積質量
差：0.8％以下
コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％
以下
圧縮強度差：7.5％以下
空気量差：1％以下
スランプ差：3㎝以下

工事開始前及び工事中１回以上／12か
月。

○

諸基準類の
改定にとも
なう

必須 塩化物総量規制 「コンクリートの耐久
性向上」仕様書

原則0.3㎏／m3以下 コンクリートの打設が午前と午後にまた
がる場合は、午前に１回コンクリート打
設前に行い、その試験結果が塩化物総量
の規制値の1／2以下の場合は、午後の試
験を省略することができる。（１試験の
測定回数は3回とする）試験の判定は3回
の測定値の平均値。

・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化
物イオン含有率試験方法」（JSCEC502-
2018,503-2018）または設計図書の規定により行
う。

施工 必須 塩化物総量規制 「コンクリートの耐久
性向上」仕様書

原則0.3㎏／m3以下 コンクリートの打設が午前と午後にまた
がる場合は、午前に１回コンクリート打
設前に行い、その試験結果が塩化物総量
の規制値の1／2以下の場合は、午後の試
験を省略することができる。（１試験の
測定回数は3回とする）試験の判定は3回
の測定値の平均値。

・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化
物イオン含有率試験方法」（JSCEC502-
2023,503-2023）または設計図書の規定により行
う。

JSCE基準改
定

コンクリートの圧縮強
度試験

JIS A 1108
土木学会規準
JSCE-F561-2013

1回の試験結果は指定した呼び強度の85％
以上であること。
3回の試験結果の平均値は、指定した呼び
強度以上であること。
（1回の試験結果は、3個の供試体の試験値
の平均値）

トンネル施工長40m毎に1回　材齢7日,28
日（2×3=6供試体）なお、テストピース
は現場に配置された型枠に工事で使用す
るのと同じコンクリートを吹付け、現場
で7日間及び28日間放置後、φ5㎝のコ
アーを切り取りキャッピングを行う。1
回に6個（σ7…3個、σ28…3個、）とす
る。

・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化
物イオン含有率試験方法」（JSCEC502-
2018,503-2018）または設計図書の規定により行
う。

コンクリートの圧縮強
度試験

JIS A 1108
土木学会規準
JSCE-F561-2023

1回の試験結果は指定した呼び強度の85％
以上であること。
3回の試験結果の平均値は、指定した呼び
強度以上であること。
（1回の試験結果は、3個の供試体の試験値
の平均値）

トンネル施工長40m毎に1回　材齢7日,28
日（2×3=6供試体）なお、テストピース
は現場に配置された型枠に工事で使用す
るのと同じコンクリートを吹付け、現場
で7日間及び28日間放置後、φ5㎝のコ
アーを切り取りキャッピングを行う。1
回に6個（σ7…3個、σ28…3個、）とす
る。

・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化
物イオン含有率試験方法」（JSCEC502-
2023,503-2023）または設計図書の規定により行
う。

JSCE基準改
定

吹付けコンクリートの
初期強度(引抜きせん
断強度)

引抜き方法による吹付
けコンクリートの初期
強度試験方法
（JSCE-G561-2010)

1日強度で5N/mm2以上 トンネル施工長40mごとに1回 吹付けコンクリートの
初期強度(引抜きせん
断強度)

引抜き方法による吹付
けコンクリートの初期
強度試験方法
（JSCE-G561-2010)

1日強度で5N/mm2以上 トンネル施工長40mごとに1回 ・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化
物イオン含有率試験方法」（JSCEC502-
2023,503-2023）または設計図書の規定により行
う。

JSCE基準改
定

その他 スランプ試験 JIS A 1101 スランプ5㎝以上8㎝未満 ：許容差±1.5㎝
スランプ8㎝以上18㎝以下：許容差±2.5㎝

・荷卸し時
1回／日または構造物の重要度と工事の
規模に応じて20m3～150m3ごとに1回、及
び荷卸し時に品質変化が認められた時。

その他 スランプ試験 JIS A 1101 スランプ5㎝以上8㎝未満 ：許容差±1.5㎝
スランプ8㎝以上18㎝以下：許容差±2.5㎝

・荷卸し時
1回／日または構造物の重要度と工事の
規模に応じて20m3～150m3ごとに1回、及
び荷卸し時に品質変化が認められた時。

・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化
物イオン含有率試験方法」（JSCEC502-
2023,503-2023）または設計図書の規定により行
う。

JSCE基準改
定

空気量測定 JIS A 1116
JIS A 1118
JIS A 1128

±1.5%（許容差） ・荷卸し時
1回／日または構造物の重要度と工事の
規模に応じて20～150m3ごとに1回、及び
荷卸し時に品質変化が認められた時。

空気量測定 JIS A 1116
JIS A 1118
JIS A 1128

±1.5%（許容差） ・荷卸し時
1回／日または構造物の重要度と工事の
規模に応じて20～150m3ごとに1回、及び
荷卸し時に品質変化が認められた時。

・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化
物イオン含有率試験方法」（JSCEC502-
2023,503-2023）または設計図書の規定により行
う。

JSCE基準改
定

27　覆工コン
クリート
(NATM)

材料（ＪＩＳ
マーク表示さ
れたレディミ
クストコンク
リートを使用
する場合は除
く）

その他 材料（ＪＩＳ
マーク表示さ
れたレディミ
クストコンク
リートを使用
する場合は除
く）

その他 その他

施工 必須

28　吹付けコ
ンクリート

(NATM)

材料 28　吹付けコ
ンクリート

(NATM)

材料

製造(プラン
ト）（ＪＩＳ
マーク表示さ
れたレディミ
クストコンク
リートを使用
する場合は除
く）

その他

施工

181



228

230

234

245

2-5　写真の編集等 諸基準類の改定に
ともなう

コンクリートダム（施

工）

誤記修正

新潟県土木工事標準仕様書（その２）　写真管理基準　新旧対照表

ページ 項目 現行（令和6年1月以降適用版） 改定案（令和7年2月20日以降適用版） 改定理由

建設副産物等 削除【技術管理
課】（他の方法で
確認できることか
ら）

側溝工

（場所打水路工）

誤記修正

塩化物総量規制 配合毎に１回
[試験実施中]

スランプ試験

空気量測定

ｺﾝｸﾘｰﾄの圧縮強度試験 圧縮強度試験に
使用したコンク
リートの供試体
が、当該現場の供
試体であることが
確認できるもの

温度測定 気温・コンクリー
ト

ｺﾝｸﾘｰﾄの単位容積質量
試験

ｺﾝｸﾘｰﾄの洗い分析試験
ｺﾝｸﾘｰﾄのﾌﾞﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ試験

ｺﾝｸﾘｰﾄの引張強度試験

ｺﾝｸﾘｰﾄの曲げ強度試験

配合毎に１回
[試験実施中]

品質に変化が認められた場
合
[試験実施中]

コンクリートダム(施
工)

３
土
木
工
事
共
通
編

１
一
般
施
工

３
共
通
的
工
種

29 2 場所打水路
工

厚さ
幅
高さ

200ｍ又は１施工箇所に１回
〔型枠取外し後〕

3-1-3-29 ３
土
木
工
事
共
通
編

１
一
般
施
工

３
共
通
的
工
種

29 2 側溝工
（場所打水路
工）

厚さ
幅
高さ

200ｍ又は１施工箇所に１回
〔型枠取外し後〕

3-1-3-29

塩化物総量規制 配合毎に１回
[試験実施中]

スランプ試験

空気量測定

ｺﾝｸﾘｰﾄの圧縮強度試験 圧縮強度試験に
使用したコンク
リートの供試体
が、当該現場の供
試体であることが
確認できるもの

温度測定 気温・コンクリー
ト

ｺﾝｸﾘｰﾄの単位容積質量
試験

ｺﾝｸﾘｰﾄの洗い分析試験
ｺﾝｸﾘｰﾄのﾌﾞﾘｰｼﾞﾝｸﾞ試験

ｺﾝｸﾘｰﾄの引張強度試験

ｺﾝｸﾘｰﾄの曲げ強度試験

配合毎に１回
[試験実施中]

品質に変化が認められた場
合
[試験実施中]

コンクリートダム(施
工)

1 



新潟県土木工事標準仕様書（その２）　写真管理基準　新旧対照表

ページ 項目 現行（令和6年1月以降適用版） 改定案（令和7年2月20日以降適用版） 改定理由

246

264

277
石枠工

誤記修正

側溝工

（暗渠工）

誤記修正

固結工

（粉末噴射攪拌工）

（高圧噴射攪拌工）

（スラリー攪拌工）

（生石灰パイル工）

諸基準類の改定に
ともなう

３
土
木
工
事
共
通
編

１
一
般
施
工

３
共
通
的
工
種

29 3 暗渠工 幅
深さ

120ｍ又は１施工箇所に１回
〔埋戻し前〕

3-1-3-29 ３
土
木
工
事
共
通
編

１
一
般
施
工

３
共
通
的
工
種

29 3 側溝工
（暗渠工）

幅
深さ

120ｍ又は１施工箇所に１回
〔埋戻し前〕

3-1-3-29

位置・間隔
杭径

１施工箇所に１回
〔打込後〕

深度 １施工箇所に１回
〔打込前後〕

ただし、（スラリー攪拌工）におい
て、「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）固結工（スラリー
撹拌工）編」により出来形管理資料
を提出する場合は、出来形管理に
関わる写真管理項目を省略でき
る。

3-1-7-9３
土
木
工
事
共
通
編

１
一
般
施
工

７
地
盤
改
良
工

9 1 固結工
（粉末噴射攪
拌工）
（高圧噴射攪
拌工）
（スラリー攪拌
工）
（生石灰パイ
ル工）

位置・間隔
杭径

１施工箇所に１回
〔打込後〕

深度 １施工箇所に１回
〔打込前後〕

ただし、（スラリー攪拌工）におい
て、「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）第8編固結工（ス
ラリー撹拌工）編」により出来形管
理資料を提出する場合は、出来形
管理に関わる写真管理項目を省略
できる。

3-1-7-9３
土
木
工
事
共
通
編

１
一
般
施
工

７
地
盤
改
良
工

9 1 固結工
（粉末噴射攪
拌工）
（高圧噴射攪
拌工）
（スラリー攪拌
工）
（生石灰パイ
ル工）

厚さ
高さ

200ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

間詰石状況 １施工箇所に１回
〔施工後〕

５
海
岸
編

２
突
堤
・
人
工
岬

５
突
堤
本
体
工

9 石枠工 5-2-5-9厚さ
高さ

200ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

間詰石状況 １施工箇所に１回
〔施工後〕

５
海
岸
編

２
突
堤
・
人
工
岬

５
突
堤
本
体
工

9 石砕工 5-2-5-9

2 


